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様式１－２－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 評価の概要様式 
 

１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人労働政策研究・研修機構 

評価対象中期目

標期間 

見込評価 

（中期目標期間実績評価） 
第５期中期目標期間（最終年度の実績見込を含む。） 

中期目標期間 令和４～８年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 厚生労働大臣 

 法人所管部局 政策統括官 担当課、責任者  

 評価点検部局 政策統括官 担当課、責任者  

主務大臣  

 法人所管部局  担当課、責任者  

 評価点検部局  担当課、責任者  

 

３．評価の実施に関する事項 

 

 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 
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様式１－２－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 総合評定様式 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

 （参考：見込評価）※期間実績評価時に使用 

 

評定に至った理由  

 

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価  

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 

 

 

 

 

３．課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した

課題、改善事項 

 

その他改善事項  

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 

 

 

４．その他事項 

監事等からの意見  

その他特記事項  
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様式１－２－３ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定総括表様式 

中期目標 年度評価 
中期目標期間 

評価 項目別

調書 

№ 

備考欄 

 
中期目標 年度評価 

中期目標 

期間評価 項目別

調書 

№ 

備考欄 
 令和

４ 
年度 

令和 
５ 
年度 

令和 
６ 
年度 

令和 
７ 
年度 

令和 
８ 
年度 

見込 

評価 

期間実

績評価 

  令和
４ 
年度 

令和 
５ 
年度 

令和 
６ 
年度 

令和 
７ 
年度 

令和 
８ 
年度 

見込

評価 

期間
実績
評価 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項  

 

１ 労働政策研究 
Ａ○ 

重 

Ｂ○ 

重 

Ａ○ 

重 

Ａ○ 

重 
― Ａ  １－１  

  業務運営の効率化目標

を達成するためとるべ

き措置 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ ― Ｂ ― ２－１ 

 

２ 労働事情・労働 
  政策に関する情 
  報の収集・整理 

 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ ― Ｂ  １－２  

            

３ 労働政策研究等 
  の成果及び政策 
  提言の普及 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ ― Ｂ  １－３  

            

４ 労働行政担当職 

    員その他の関係 

    者に関する研修 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ ― Ｂ  １－４  

            

                       

            Ⅲ．財務内容の改善に関する事項  

             予算・収支計画及び 

資金計画 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ ― Ｂ ― ３－１ 

 

                       

            Ⅳ．その他の事項  

                       

                       

※重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す。 

難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線を引く。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１ 労働政策研究の実施 

関連する政策・施策 ・労働者が安全で健康に働くことができる職場づくりを推進すること（Ⅲ－２－１）/・被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること（Ⅲ－３－２）/・

労使関係が将来にわたり安定的に推移するよう集団的労使関係のルールの確立及び普及等を図るとともに、集団的労使紛争の迅速かつ適切な解決を図るこ

と（Ⅲ－４－１）/・男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、女性の活躍推進、仕事と家庭の両立支援等を推進すること（Ⅳ－１－１）/・非正規雇用

労働者（短時間労働者・有期契約労働者・派遣労働者）の雇用の安定及び人材の育成・待遇の改善を図ること（Ⅳ－２－１）/・長時間労働の抑制、年次有

給休暇取得促進等により、ワーク・ライフ・バランスの観点から多様で柔軟な働き方を実現すること（Ⅳ－３－１）/・豊かで安定した勤労者生活の実現を

図ること（Ⅳ－３－２）/・個別労働紛争の解決の促進を図ること（Ⅳ－４－１）/・公共職業安定機関等における需給調整機能の強化及び労働者派遣事業

等の適正な運営を確保すること（Ⅴ－１－１）/・地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出及び雇用の安定を図ること（Ⅴ－２－１）/・高齢者・

障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること（Ⅴ－３－１）/・雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための保障等を図るこ

と（Ⅴ－４－１）/・求職者支援訓練の実施や職業訓練受講給付金の支給等を通じ、雇用保険を受給できない求職者の就職を支援すること（Ⅴ－５－１）/・

多様な職業能力開発の機会を確保し、生産性の向上に向けた人材育成を強化すること（Ⅵ－１－１）/・若年者の雇用を促進すること（基本目標Ⅴ施策目標

３－１を参照）（Ⅵ－２－１）/・若年者等に対して段階に応じた職業キャリア支援を講ずること（Ⅵ－２－２）/・福祉から自立へ向けた職業キャリア形成

の支援等をすること（Ⅵ－２－３）/・技能継承・振興のための施策を推進すること（Ⅵ－３－１） 

当該事業実施に

係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人労働政策研究・研修機構法第 12条第１号、第３号 

当該項目の重要度、難易度 

【重要度：高】 
人口減少社会の進行や多様な働き方の拡大、AIや ICT を中心とした技術革新に伴う産業構造の変化など、我が国
の労働市場を取り巻く環境が大きく変化している中で、厚生労働省がこれらの課題に的確に対応した労働政策を
適切に企画立案及び推進していくために、客観的かつ質の高い労働政策研究に基づくエビデンスが重要であるた
め。 

関連する政策評

価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標 達成目標 
基準値 

（前中期目標期
間平均値等） 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

指標 
令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

リサーチ・アドバイザー部会等の外部

評価における研究成果の評価（実績） 
外部評価の平均

点 2.0以上 
2.2 2.40 2.33 2.57 2.60  予算額（千円） 688,207 635,882 722,813 821,028  

同上（達成度）  110％ 120.0％ 116.5％ 128.5％ 130.0％  決算額（千円） 687,111 628,331 712,869 794,373  

厚生労働省より「政策貢献が期待でき

る」との評価を受けたプロジェクト研

究サブテーマ（実績） 

テ ー マ 総 数 の

90％以上 
100％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％  経常費用（千円） 676,315 572,746 724,171 737,843  

同上（達成度）  125％(※1) 111.1％ 111.1％ 111.1％ 111.1％  

経常利益（千円） 1,096 7,551 9,944 27,402  労働政策の企画立案及び実施等へ活用

した研究成果（実績） 
成果総数の 85％

以上 
93.9％ 95.8％ 94.7% 100.0％ 100.0％  

同上（達成度）  110.5％ 112.7％ 111.4% 117.6％ 117.6％  独立行政法人の業務
運営に関して国民の
負担に帰せられる行
政コスト（千円） 

679,883 574,864 729,249 742,695  
有識者アンケートによる研究成果につ

いての評価（実績） 
有益度の平均点

2.2以上 
2.44 2.55 2.60 2.61 2.64  

同上（達成度）  122.0％(※2) 115.9％ 118.2％ 118.6％ 120％  従事人員数（人） 39 33 35 36  

注）予算額､決算額は支出額を記載｡人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載｡ 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 １ 労働政策研究 

（１）労働政策の企画

立案に貢献する研究

の重点化 

 次に掲げる労働政

策研究については、国

の労働政策決定に貢

献するために中長期

的な視点で体系的・継

続的に研究を行うか

らこそ有している高

い専門性や知見を最

大限に活かし、引き続

き民間企業及び大学

等の研究機関におい

ては実施が困難な研

究内容に一層厳選し

て実施することで、調

査研究の重複による

非効率性を排除する

とともに、厚生労働省

の労働政策の企画立

案及び推進に貢献す

ることができる質の

高い調査研究に一層

重点化すること。 

 また、中長期的な課

題も含め、厚生労働省

と連携して労働政策

の動向を適切に把握

し、対応するととも

に、今後、現時点では

想定していない様々

な政策課題が生じた

際にも適切に対応で

きるよう、引き続き労

働政策の基礎となる

研究を体系的・継続的

１ 労働政策研究 

（１）労働政策研究の種類 

 

  

 次に掲げる労働政策研究について、

引き続き民間企業及び大学等の研究

機関においては実施が困難な研究内

容に一層厳選し、ＥＢＰＭに基づく労

働政策の企画立案及び推進に一層貢

献する質の高い調査研究を戦略的に

推進し、高い水準の成果を出す。 

 また、中長期的な課題も含め、厚生

労働省と連携して労働政策の動向を

適切に把握し、対応するとともに、今

後、現時点では想定していない様々な

政策課題が生じた際にも適切に対応

できるよう、引き続き労働政策の基礎

となる研究を体系的・継続的に推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

 

 

○民間企業及び大学等の

研究機関で実施が困難な

研究内容に厳選し、厚生労

働省の企画立案に貢献す

る調査研究を推進してい

るか。 

○中長期的な課題も含め、

労働政策の動向を適切に

把握し対応しているか。ま

た労働政策の基礎となる

研究を体系的・継続的に推

進しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

（１）労働政策研究の種類 

 

 

○研究テーマの厳選、適切なテーマ設定 

 機構では、厚生労働省、学識者、労

使団体等との意見交換を通じ、労働政

策に関わる現状と課題、研究への要望

等について把握した上で、労働政策研

究機関として取り組むべき重要なテ

ーマを厳選し、体系的かつ継続的な調

査研究に取り組んだ。 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜自己評価＞ 

評定：Ａ 

 

 

○ 各年度において、定量的指標

が対中期目標値 100%以上を達成

していることに加え、民間企業及

び大学等の研究機関においては

実施が困難かつ政策的に重要な

テーマを厳選して調査研究に取

り組んだ結果、研究成果は厚生労

働省を含め多くの省庁の審議会

等で活用され、高い政策貢献を果

たしている。また労働政策の基礎

となる学術的研究についても体

系的・継続的な取り組みを進めて

おり、労働問題の専門研究機関と

して政策の企画・立案のみなら

ず、学界の発展にも資する成果を

提供している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

＜その他事項＞ 
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に推進すること。 

 

イ プロジェクト研

究 

 現在、我が国が直面

する別紙に掲げる中

長期的な労働政策の

課題について、長期間

にわたるデータ等の

蓄積を活用した実態

把握や分析等を行い、

政策的インプリケー

ション等を、政策担当

者をはじめとした労

働政策関係者に提供

することを目的とし

て実施する労働政策

研究。 

 労働市場を取り巻

く環境の変化等も見

据えた労働行政に関

する中長期的な政策

の方向性を踏まえ、以

下に掲げる４つの視

点の下で、研究ニーズ

の変化に柔軟に対応

しつつ、機構内外の幅

広い人材の参加を得

て、中期目標期間を通

じて実施すること。 

① 働き方の多様化

が進展したことによ

る影響を把握する視

点 

② 20 年先の働き方

を見据え、新しい労働

政策を構築する視点 

③ 労働政策の基礎

となる研究を体系的・

継続的に推進してい

く視点 

 

 

イ プロジェクト研究 

  

 中期目標で示された別紙１に掲げ

る中長期的な労働政策の課題に係る

労働政策研究（以下「プロジェクト研

究」という。）について、労働市場を

取り巻く環境の変化等も見据えた労

働行政に関する中長期的な政策の方

向性を踏まえ、研究ニーズの変化に柔

軟に対応しつつ、機構内外の幅広い人

材の参加を得て実施する。 

 実施に当たっては、責任を持って実

施する研究部門を設け、これをプロジ

ェクト研究推進の中核とし、部門横断

的な研究をはじめ、必要に応じて部門

を超えた研究員の参加などの横断的

な実施体制を組む。 

 進捗把握や評価をより適切に行う

ため、あらかじめ具体的な目標及びロ

ードマップを作成するとともに、研究

テーマごとにプロジェクトリーダー

を選任して調査研究の進捗管理を徹

底し、ロードマップの進捗状況、政策

への貢献度等を組織的・定期的に検証

し、より適切なＰＤＣＡの取組を推進

する。 

 なお、プロジェクト研究は、計画的

に実施し、年度ごとに成果または進捗

状況をとりまとめ公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ プロジェクト研究 

 ６つのプロジェクト研究テーマに関

して 12 のサブテーマを設定して調査研

究を実施し、令和７年度までに計 117 本

の研究成果を取りまとめた。 

 

Ⅰ．労働市場とセーフティネットに関す

る研究 

①労働市場の情勢に関する分析 

②企業の人材戦略の変化とその影響に

関する研究 

③格差・ウェルビーイング・セーフティ

ネット・労働環境に関する研究 

 

Ⅱ．職業構造・キャリア形成支援に関す

る研究 

④職業構造・職務分析(job tag 含む)に

関する研究 

⑤キャリア形成・相談支援・支援ツール

開発に関する研究 

 

Ⅲ．技術革新と人材開発に関する研究 

⑥技術革新と人材育成に関する研究 

⑦デジタル人材の能力開発に関する研

究 

 

Ⅳ．多様な人材と活躍に関する研究 

⑧多様な人材と活躍に関する研究 

 

Ⅴ．多様な働き方と処遇に関する研究 

⑨労働時間・賃金等人事管理に関する研

究 

⑩仕事と生活の両立に関する研究 

 

Ⅵ．多様な働き方とルールに関する研究 

⑪多様な／新たな働き方と労働法政策

に関する研究 

⑫労使関係・労使コミュニケーションに

関する研究 

 

 

○ プロジェクト研究について

は、我が国が直面する中長期的な

労働政策の課題に関する 12 のサ

ブテーマを設定し、機構内外の幅

広い人材の参加を得て実施して

いる。 

○ プロジェクト研究の成果は、

厚生労働省の審議会・検討会・研

究会の資料やハローワーク等労

働行政の現場で活用されたほか、

労働政策の企画立案にあたって

の有用な参考資料として貢献し

ている。また、厚生労働省以外の

他省庁の審議会等や国会審議で

も資料として多数活用されてい

る。 
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④ 実施された施策

の効果を検証し、より

効果的かつ効率的な

労働政策のための知

見を得る視点 

 また、それぞれのプ

ロジェクト研究に関

して、責任を持って実

施する研究部門を設

け、これをプロジェク

ト研究推進の中核と

し、必要に応じて部門

を越えた研究員の参

加などの横断的な実

施体制を組むこと。 

 

ロ 課題研究 

 重要性の高い新た

な政策課題について、

厚生労働省からの要

請に基づき、政策の企

画立案の検討等に資

するよう、研究対象と

する政策課題を取り

巻く労働分野におけ

る客観的かつ質の高

いエビデンス等を研

究成果として提供す

ることを目的として

実施する労働政策研

究。 

 年度ごとの政策ニ

ーズを整理して研究

テーマを設定し、厚生

労働省に研究成果を

提供すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 課題研究 

 重要性の高い新たな政策課題につ

いて、年度ごとの厚生労働省からの要

請に基づき、政策の企画立案の検討等

に資する成果等を提供する。 

 政策的重要度が高く、労働政策の企

画・立案に活用される可能性が高いも

のを厳選して実施する。テーマ毎に、

研究部門のうちもっとも関連の深い

部門を中心に、単独もしくはチームを

組織して実施し、成果を公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 課題研究 

 厚生労働省からの要請に基づき、重要

性の高い課題研究を計 35 件実施した。 

（令和４年度）５件 

○新型コロナウイルス感染症の影響に

伴う雇用調整助成金の特例措置の効

果検証に関する研究 

○行動科学の知見のハローワーク業務

への導入について  ほか 

（令和５年度）12 件 

○新型コロナウイルス感染症の影響に

伴う雇用調整助成金の特例措置の効

果検証に関する研究 

○労使コミュニケーションに関する取

組事例の収集 

○個別労働関係法の基本テキストの作

成 

○同一労働同一賃金の対応状況等に関

する調査 

○企業で働く労働者におけるキャリア

コンサルティングのニーズ及び有用

度に関する調査 

○就職氷河期世代の生活・仕事の現状と

抱える課題 

○労働力需給の推計  ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 課題研究・緊急調査について

は、厚生労働省からの要請に基づ

き、喫緊の政策課題や EBPM の観

点からの各種法制度・施策の効果

検証等に対応した調査研究を実

施し、迅速に成果を提供、それら

の成果は審議会・検討会資料等と

して活用された。 
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（令和６年度）11 件 

○新型コロナウイルス感染症の影響に

伴う雇用調整助成金の特例措置の効

果検証に関する研究 

○副業・兼業に関する企業の実態調査 

→厚生労働省「副業・兼業の促進に関す

るガイドラインわかりやすい解説」に

企業事例が掲載（令和６年度） 

○無期雇用労働者の待遇に関する調査 

→労働政策審議会職業安定分科会雇用

環境・均等分科会 同一労働同一賃金

部会（第 24 回／９月 12 日）資料で速

報値が引用（令和７年度） 

○海外における解雇の金銭解決制度に

関する有識者等に対するヒアリング

調査 

→労働政策審議会労働条件分科会（第

205 回／11 月 18 日）で活用（令和７

年度） 

○個別労働関係紛争処理事案における

雇用終了事案の内容分析 

→労働政策審議会労働条件分科会（第

205 回／11 月 18 日）で活用（令和７

年度）   ほか 

（令和７年度）７件 

○新型コロナウイルス感染症の影響に

伴う雇用調整助成金の特例措置の効

果検証に関する研究 

→労働政策審議会職業安定分科会(第

220 回／1 月 26 日)で研究員が分析結

果を報告、労働政策審議会職業安定分

科会（第 221 回／２月 26 日)で上記

報告が引用（令和７年度） 

○EBPM アクションプラン 2024（高齢者

の就労促進）に関する調査研究 

○シニアの能力開発・キャリア形成 
○欧米主要国における職務給に関する

調査研究 

○女性の就労促進のための環境整備に

係る調査研究 

○若者雇用政策の 20 年―地域若者サポ
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ハ 緊急調査 

 厚生労働省の緊急

の政策ニーズに対し、

厚生労働省からの要

請に基づき、迅速・的

確に必要なデータ等

を提供することを目

的として実施する調

査。 

 四半期ごとに政策

ニーズを把握し、速や

かに成果を出して厚

生労働省に提供する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 緊急調査 

 厚生労働省の緊急の政策ニーズに

対し、四半期ごとの厚生労働省からの

要請に基づき、迅速・的確に必要なデ

ータ等を提供する。 

 政策的重要度が高く、労働政策の喫

緊の課題として企画・立案に活用され

る可能性が高いものを厳選して迅速・

的確に対応する。課題の内容について

最も関連の深い分野の研究員を中心

に、単独もしくはチームを組織して実

施し、速やかに結果を出す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ートステーションにおける取組を中

心に― 

○過半数労働組合および過半数代表者

に関する調査 

→労働政策審議会労働条件分科会（第

203 回／９月 30 日）資料で速報値が

引用            ほか 

 
ハ 緊急調査 

 厚生労働省からの要請に基づき、喫緊

の政策課題に対応した以下のテーマの

緊急調査を計 18 件実施した。 

（令和４年度）４件 

○外国人労働者の受け入れ・活用に関す

る調査研究 

○副業・兼業を行う労働者に係る労務管

理等に関する実態調査 

→労働基準関係法制研究会（第２回／２

月 21 日）で活用（令和５年度） 

→内閣府「新しい資本主義実現会議」（第

27 回／５月９日）で活用（令和６年

度） 

○家事使用人に関する実態調査 

→労働政策審議会労働条件分科会で速

報値が活用（第 189 回：８月１日） 

→「家事使用人の雇用ガイドライン」制

定に活用（令和５年度）  ほか 

（令和５年度）４件 

○事業再編を経験した新興企業（スター

トアップ・ベンチャー企業）における

労使コミュニケーションに関する実

態調査 

→労働政策審議会労働条件分科会「組織

再編に伴う労働関係の調整に関する

部会」（第３回／７月 18 日）資料で調

査結果が引用（令和７年度） 

○厚生労働省編一般職業適性検査

(GATB）の妥当性検証等に関する調査

研究   ほか 

(令和６年度) ４件 

○特定技能外国人の受入れ・活用におけ
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（２）研究の実施体制

等の強化 

 労働政策の研究に

おいて考慮すべき領

域が広がっているこ

とから、関連する他の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）研究において考慮すべき領域の

広がりへの対応 

 AI、ICT化等新技術の進展が著しく、

産業構造が変化する中、企業の在り方

やそこで働く労働者の雇用の在り方、

働き方も大きな影響を受けている。少

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

○働き方の多様化に関す

る新しい団体等との意見

交換や他の研究機関との

研究交流等、他分野の専門

家等との協力・連携により

る実態把握 

○勤務間インターバル制度の日本国内

における導入及び運用状況等に関す

る調査データの分析 

○解雇無効時の金銭救済制度に関する

労働者等アンケート調査 

→労働政策審議会労働条件分科会（第

205 回／11 月 18 日）で活用（令和７

年度） 

○過半数代表者に関するアンケート調

査 

→労働政策審議会労働条件分科会（第

203 回／９月 30 日）資料で速報値が

引用（令和７年度）  ほか 

（令和７年度）６件 
○企業における福利厚生施策の実態に

関する調査→労働政策審議会勤労者

生活分科会（第 35 回／３月 26 日）で

「財形貯蓄制度に関する労働者調査」

結果が活用（令和７年度） 

○就職氷河期世代の今後の支援ニーズ

に関する実態調査 

→就職氷河期世代支援の推進に向けた

全国プラットフォーム（第７回／11月

25 日）で報告（令和７年度） 

→労働政策審議会人材開発分科会（第55

回／１月 23 日）資料で活用（令和７

年度） 

○労働者協同組合の実態調査 

○農林水産業における雇用保険及び労

災保険の適用に関する調査 

○企業組織の再編に伴う労働関係上の

諸問題に関する調査 

○裁量労働制の実態に関する調査 

 

（２）研究において考慮すべき領域の広

がりへの対応 

働き方の多様化に関する新しい団体

や関連団体との意見交換やヒアリング

を行うとともに、他の研究機関との研究

交流等、他分野の専門家等と協力・連携
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研究機関との研究交

流等や、他分野の専門

家等と協力・連携して

研究を行う取組を進

めていくことにより、

他の研究機関等との

知見の共有にも留意

しつつ、研究の実施体

制等の強化を図るこ

と。 

 また、新型コロナウ

イルス感染症の影響

に係る研究など、突発

的に生ずる課題につ

いても可能な限り機

動的に対応すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子高齢化が進行する中、社会保障制

度、公的サービス、雇用制度も変容し

て行かざるをえない状況である。 

 このように労働政策の研究におい

て考慮すべき領域が広がっているこ

とから、働き方の多様化に関する新し

い団体や関連団体との幅広い意見交

換やヒアリングを行うとともに、他の

研究機関との研究交流等、他分野の専

門家等と協力・連携し、新たな視点を

取り入れながら研究を行う取組を進

めていくことにより、他の研究機関等

との知見の共有にも留意しつつ、研究

の実施体制等の強化を図る。 

 また、新型コロナウイルス感染症の

影響に関する研究等のような、突発的

に生ずる課題についても可能な限り

機動的に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究の実施体制等の強化

を図っているか。 

○突発的に生ずる課題に

可能な限り機動的に対応

しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し、新たな視点を取り入れながら研究を

行っている。 

 

（ⅰ）働き方の多様化に関する新しい団

体等との意見交換等 累計８件 

（令和４年度） 

・OECD ウェルビーイング・ 包摂性・持

続可能性・機会均等（ＷＩＳＥ）セン

ターと共同でハイレベル・ラウンドテ

ーブル「不平等は問題か?：人々は日

本における経済格差と社会移動をど

う捉えているか」開催 

・OHBY カードの小学校での活用 

（令和５年度） 

・ OECD の LEED（地域経済雇用開

発 :LocalEconomic and Employment 

Development）プログラムの協力を得

て開催した国際セミナーにおいて欧

米各国の労働者協同組合関係者らと

意見交換 

・連合企画「フリーランスサミット 2023 

全国版」を機構として後援、また研究

員がパネルディスカッションに登壇

し、フリーランス関連団体関係者と意

見交換 

（令和６年度） 

・(株)日本総合研究所と共催した「労働

者協同組合」をテーマとする労働政策

フォーラムにおいて、労働者協同組合

関係者と意見交換 

・国立研究開発法人国立成育医療研究セ

ンター・女性の健康総合センターと

「女性の健康」という視点からの労働

研究の可能性等について意見交換 

（令和７年度） 

・国内の他の研究機関と生成 AI の利用

状況及び今後の活用の可能性に関す

る情報共有を行うことを目的に、リク

ルートワークス研究所との意見交換 

・パラレルキャリアの普及活動を行って

いる NPO 法人「二枚目の名刺」の事務
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局メンバーから同団体の活動内容を

ヒアリングするとともに、パラレルキ

ャリアがこれからの個々人の働き方

や企業の人事労務管理に与える影響

等について意見交換 

 

(ⅱ)外部（研究機関・研究者等）との連

携・共同研究 

＜主な連携・共同研究例＞ 

・労働安全衛生総合研究所と過労死防止

等に関する共同研究 

・「暮らしと意識に関する NHK・JILPT 共

同調査」（令和４年度） 

・OECD の８カ国共同研究「AI 等が職場

に及ぼす影響に関する研究」 

 
（ⅲ）研究員の大学・研究機関等への参

画・講演等 累計 72 件 

（令和４年度 14 件／令和５年度 16 件

／令和６年度 25 件／令和７年度 17 件） 

 

(ⅳ) 労使団体・ 地方公共団体・ＮＰＯ

等に向けた講演回数 累計 169 件 

（令和４年度 58 件／令和５年度 23 件

／令和６年度 44 件／令和７年度 44 件） 

 

（ⅴ）学識者、労使団体等との会議等 

①総合評価諮問会議 

 労働政策等について学識及び経験を

有する者による年度計画・業務実績の評

価を毎年度２回実施、リサーチ・アドバ

イザー部会とあわせ、累計 16 回実施し

た。 

 

②調査研究に関する懇談会 

労使関係団体との意見交換について、

労働部会、経営部会を毎年度各１回、累

計８回実施した。 

 ・労働部会（連合、連合総研） 

 ・経営部会（経団連、日商、全国中央

会） 

 

 

 

 

 

 

○ 大学・研究機関などの行政機

関以外が行う研究会・プロジェク

ト等へも参画し、労働政策研究の

専門家としての知見を提供、研究

の質の向上に寄与した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 労使団体・ 地方公共団体・

ＮＰＯ等が行う講演会等に研究

員が出講し、労働問題に関する一

般の政策論議の活性化にも貢献

している。 
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（３）厚生労働省との連携 

 労働政策に係る課題等を踏まえた

調査研究を一層推進するため、研究テ

ーマの決定から研究実施過程、報告書

の作成、その後の活用時に至るまで、

厚生労働省の政策担当部門との十分

な意見交換を確保する仕組みの活用

により、引き続き政策と研究のブリッ

ジ機能の強化を推進する。 

 プロジェクト研究の成果が厚生労

働省の政策担当部門に政策的なイン

プリケーションを与え、それに対する

厚生労働省の政策担当部門からのフ

ィードバックにより、次の研究の質が

さらに高まるという好循環を生み出

すことが重要であるため、毎年度実施

しているハイレベル会合や研究報告

会等の枠組みやプロジェクトリーダ

ーと政策担当部門との意見交換、ロー

ドマップの検証、政策への貢献度等の

検証等を通じ、より適切なＰＤＣＡの

取組を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

○ 厚生労働省の政策担

当部門との十分な意見交

換を確保する仕組みの活

用により、政策と研究のブ

リッジ機能の強化及び適

切なＰＤＣＡの取組を推

進しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③労働問題の現状と展望に関する研究

会（ヴィジョン研） 

大手企業の人事部長等との研究会を

毎年度１回、累計４回実施した。 

 

④他のシンクタンク等との意見交換 

各シンクタンク等との意見交換を累計

13 回開催した。 

 ・連合総研 

 ・日本政策金融公庫総合研究所 

 ・日本生産性本部 

 ・日本労働ペンクラブ 

  令和４年度 ２回 

  令和５年度 ２回 

  令和６年度 ５回 

  令和７年度 ４回 

 

（３）厚生労働省との連携 

労働政策に係る課題等を踏まえた調

査研究を一層推進するため、厚生労働省

の政策担当部門との十分な意見交換を

確保する仕組みの活用により、引き続き

政策と研究のブリッジ機能の強化を推

進した。 

 

○ 厚生労働省との会議等 

(ⅰ) ハイレベル会合 

厚生労働省の審議官クラスと当機構

理事長、理事等との意見交換を毎年度１

回、累計４回実施した。  

 

(ⅱ) 厚生労働省幹部（次官・局長級）

等との政策論議 

喫緊の政策課題に関する機構の最新

成果に関する各局別研究報告会を累計

19 回実施した。 

（労働基準局、職業安定局、雇用環境・

均等局、人材開発統括官、政策統括官の

各局に対し毎年度１回開催） 

※令和７年度は政策統括官に対する実
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施なし 

 

(ⅲ)政策研究会 

 政策担当者・学識者を機構に招き、政

策課題等について説明を受け、当該政策

課題等をめぐり意見交換を行う会合を

累計 13 回実施した。 

 令和４年度 ３回 

 令和５年度 ３回 

 令和６年度 ３回 

 令和７年度 ４回 

 

(ⅳ)厚生労働省政策担当者との勉強会

等 

 研究成果や研究を通じて得られた政

策的知見や重要な労働政策課題をテー

マに、厚生労働省の政策担当者及び職員

に説明し、当該成果に関する政策課題等

をめぐり意見交換を行う勉強会等を累

計 13 回実施した。 

 令和４年度 ３回 

 令和５年度 ４回 

 令和６年度 ３回 

 令和７年度 ３回 

 

(ⅴ)ＥＢＰＭセミナー 

 厚生労働省「ＥＢＰＭ若手・中堅プロ

ジェクトチーム」との連携事業として、

セミナーを累計 7 回開催した。 

 令和４年度 ２回 

 令和５年度 １回 

 令和６年度 ２回 

 令和７年度 ２回 

 

(ⅵ）研究員の審議会・研究会等への参

画 

・厚生労働省その他の行政機関の審議

会・研究会への参画 

 累計 263 件 

  令和４年度 61 件 

  令和５年度 72 件 

 

 

○ 政策研究会については、機構

職員の見識を深めることを目的

として、厚生労働省の他、内外の

学識者等と広く雇用・労働問題に

関するテーマについて意見交換

を行う機会として設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 当機構の研究員等が、厚生労

働省をはじめ、内閣府、文部科学

省等の様々な審議会・研究会等に

参画し、研究の知見を活かして幅

広くかつ高いレベルで貢献した。 
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  令和６年度 64 件 

  令和７年度 66 件 

 

＜参画事例＞ 

 [厚生労働省] 

・労働政策審議会 

労働政策審議会 

職業安定分科会 

   雇用対策基本問題部会 

   労働力需給制度部会 

   地方連携部会 

人材開発分科会 

・社会保障審議会統計分科会 

・雇用政策研究会 

・厚生労働統計の整備に関する検討会 

・キャリアコンサルタント登録制度等

に関する検討会 

・縦断調査の改善に関するワーキング

グループ 

・職業能力開発専門調査員  等 

 

 [厚生労働省以外] 

・内閣官房・就職氷河期世代支援の推進

に向けた全国プラットフォーム 

・文部科学省・中央教育審議会大学分科

会 

・経済産業省・産業構造審議会小委員会 

・総務省・職業分類改定研究会 

・文部科学省・専修学校の質の保証・向

上に関する調査研究協力者会議 

・内閣府・学生の就職・採用活動開始時

期等に関する調査分析委員会 

等 

 

○ 審議会・検討会等での研究成果の活

用件数は累計 947 件 

 

 令和４年度 188 件 

 令和５年度 136 件 

 令和６年度 218 件 

 令和７年度 405 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 政府全体で機構の研究成果

が多数活用されており、労働政策

研究機関として幅広くかつ高い

レベルで政策立案に大きく貢献

した。 
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（内訳①） 

【プロジェクト研究】 755 件 

 （令和４年度 137 件／５年度 91 件／

６年度 204 件／７年度 323 件） 

【課題研究・緊急調査】 192 件 

 （令和４年度 51 件／５年度 45 件／

６年度 14 件／７年度 82 件） 

 

（内訳②） 

【厚生労働省関係】 623 件 

 （令和４年度 120 件／５年度 94 件／

６年度 112 件／７年度 297 件） 

 

【厚生労働省以外】 324 件 

・内閣官房   43 件 

・内閣府    46 件  

・総務省    13 件 

・経済産業省  42 件 

・文部科学省  131 件 

・国土交通省  14 件 

・法務省    ３件 

・財務省    21 件 

・子ども家庭庁 ９件 

・消費者庁   ２件 

 

○ 白書等における引用   

累計 23 件  

（令和４年度７件／５年度３件 

／６年度９件／７年度４件） 

・厚生労働省 

 『労働経済白書」 

 「厚生労働白書」 

 「過労死等防止対策白書」 

 「海外情勢報告」 

・経済産業省 

 「ものづくり白書」 

・内閣府 

 「少子化社会対策白書」 

 「年次経済財政報告」 

 「日本経済レポート」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 白書等については、厚生労働

省に限らず、内閣府、経済産業省

等の白書等で機構の様々な研究

成果が広く活用された。 
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（３）国際研究交流

（国際共同研究を含

む）の実施  

 グローバル経済の

進展により、各国が抱

える課題の共通化が

進むとともに、その解 

決は、その国の経済社

会の状況、労働環境

（労使関係を含む）等

により異なるもので 

あり、国・地域ごとの

諸事情を踏まえ理解

する必要があること

から、各国の研究者、 

研究機関と一層の交

流・研究を図るととも

に、各国の抱える諸課

題への対応について、 

知見の共有を図り、研

究調査の向上を図る

こと。 また、各国共通

の労働分野の課題に

関するものを中心に、

研究成果等の普及や

互い の労働政策研究

の質の向上を図る国

際セミナー等を実施

するとともに、国際会

議・国際学会等に積極

的に参加し、研究成果

等の発信を図ること。 

これらの取組を進め

ていくことで、研究者

の人材育成を推進す

るとともに、機構の 

労働政策研究の国際

 

 

 

 

（４）国際研究交流（国際共同研究を

含む）の推進 

 グローバル経済の進展により、各国

が抱える課題の共通化が進むととも

に、その解決は、その国の経済社会の

状況、労働環境（労使関係を含む）等

により異なるものであり、国・地域ご

との諸事情を踏まえ理解する必要が

ある。そのため、各国の研究者、研究

機関との一層の交流によるネットワ

ークの形成に努め、各国の抱える諸課

題への対応について、知見の共有を図

り、研究調査の向上を図る。 

 また、各国共通の労働分野の課題に

関するものを中心に、研究成果等の普

及や互いの労働政策研究の質の向上

がより一層図られるように、海外の研

究者等を短期間で招へいして国際セ

ミナーを開催する。 

 これらの取組を通じて、研究者の人

材育成を推進するとともに、国際的プ

レゼンスを更に高めていく。 

 具体的には、以下の通り業務を実施

する。 

 

イ 研究者等招へい 

 労働政策研究の推進に資する観点

から、優れた知見を有する研究者等の

海外からの招へいを実施する。 

 

 

 

 

 

 

ロ 研究者等派遣 

 労働政策研究の推進に資する観点

 

 

 

 

○各国の研究者、研究機関

との一層の交流によるネ

ットワークの形成、海外の

研究者の招へい等による

国際セミナーの開催を通

じて、研究者の人材育成の

推進や国際的プレゼンス

の向上に努めているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業庁 

「中小企業白書」 

「小規模企業白書」 

 

（４）国際研究交流（国際共同研究を含

む）の推進 

 機構の研究成果の海外への普及及び

相互の労働政策研究の質の向上を図る

ため、国際セミナー等を実施した。また、

研究者の人材育成を推進するとともに、

諸外国における政策研究や制度運用の

現状を把握するため、機構研究員が国際

学会等に参加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 研究者等招へい 

○ プロジェクト研究との関連が強く、

当該分野において優れた知見を有する

研究者を厳選し、累計３名の研究者を招

へいした。 

 令和４年度 中止（新型コロナ） 

 令和５年度 １名 

 令和６年度 １名 

 令和７年度 １名 

 

ロ 研究者等派遣 

○ プロジェクト研究等との関連が強

 

 

 

 

○ 海外の質の高い情報を的確

に入手し、労働政策研究の質の向

上を図るため、国際セミナー等の

開催、機構研究員の国際学会等へ

の参加を通じて、海外の研究者や

研究機関等とのネットワークの

形成に努めた。 

 こうしたネットワークは、国際

比較の観点を踏まえた最新の海

外労働情報の収集や、共同研究等

に活用できている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 招へい研究員は、それぞれの

専門分野における日本の最新情

報の収集と動向分析を行い、日本

滞在中に得られた成果を研究成

果報告会において発表した。ま

た、当機構の研究員、調査員との

日常的な意見交換や研究発表会

等における議論を通じて、研究内

容・研究手法等に関する多くの知

見・示唆をもたらした。 

○ 当機構の研究員等が国際会

議等に参加し、機構の研究成果の
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的プレゼンスを更に

高めていくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）適切な指標の設

定及び研究ニーズの

多様化等への機動的

な対応 

 すべての労働政策

研究について、外部の

有識者から構成され

るリサーチ・アドバイ

ザー部会等の機構の

外部評価機関を活用

し、その達成度を含め

て厳格に評価を行う

など、労働政策への貢

献度合い等を評価す

るに当たって目標水

準の妥当性を検証し

て分かりやすい指標

を設定するとともに、

その把握方法の工夫

に努めること。 

から、海外の労働政策や労働問題の研

究、国際学会における発表等を目的と

した研究者等の海外への派遣を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

ハ 国際セミナーの開催等 

 欧米及びアジアの研究者が一堂に

会する機会を提供するための国際セ

ミナーを開催するなど、機構がアジア

における労働政策研究の拠点となる

ことを目指す。 

 

 

 

 

 

（５）適切な指標の設定及び研究ニー

ズの多様化等への機動的な対応 

 すべての労働政策研究について、外

部の有識者から構成されるリサーチ・

アドバイザー部会等の機構の外部評

価機関を活用し、その達成度を含めて

厳格に評価を行うなど、労働政策への

貢献度合い等を評価するに当たって

目標水準の妥当性を検証して分かり

やすい指標を設定するとともに、その

把握方法の工夫に努める。 

 また、あらかじめ研究テーマごとに

具体的な利用目的を明確にするとと

もに、プロジェクト研究については、

調査研究の事前・中間・事後の各段階

でリサーチ・アドバイザー部会等の機

構の外部評価機関の活用によりその

達成度を含め厳格な評価を実施する。

その際、評価を踏まえて、中間段階で

成果が期待できないと評価されたテ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

○すべての労働政策研究

について、機構の外部評価

機関を活用し、その達成度

を含めて厳格に評価を行

っているか。またプロジェ

クト研究テーマについて、

調査研究の事前・中間・事

後の各段階で外部評価機

関の活用によりその達成

度を含めて厳格に評価を

行っているか。 

○上記評価結果を公開し

ているか。 

 

 

 

 

 

 

いテーマに関する報告や討議、国際比較

研究上の重要な最新情報の入手、海外研

究者・研究機関とのネットワークの構

築・拡充・強化を目的に累計 27 名の研

究員等を海外の国際会議等に派遣した。 

 令和４年度  ６名（３件） 

 令和５年度  12 名（５件） 

 令和６年度  ７名（６件） 

 令和７年度  ２名（２件） 

 

ハ 国際セミナーの開催等 

○ 中国および韓国の政策研究機関と

の共催で行う「日韓ワークショップ」、

「北東アジア労働フォーラム」、および

アジア太平洋地域や欧米の研究者を交

えた「国際比較労働政策セミナー」をそ

れぞれ年１回開催し、労働政策における

諸課題をテーマに、各国状況や研究動向

等について意見交換やプロジェクト研

究の推進に資する情報収集を行った。 

 

（５）適切な指標の設定及び研究ニーズ

の多様化等への機動的な対応 

○リサーチ・アドバイザー部会による評

価 

 取りまとめた研究成果のうち、労働政

策研究報告書、労働政策レポートについ

て、労働分野の各分野において高度な学

識を持つ外部専門家で構成される「リサ

ーチ・アドバイザー部会」から、政策的

視点等からの評価を受けた。また研究を

効率的かつ効果的に推進する等の観点

から、個別研究成果の評価とは別に、プ

ロジェクト研究サブテーマについては、

調査研究の事前・中間・事後の各段階で

リサーチ・アドバイザー部会による、外

部評価を得た。個別研究成果評価および

テーマ評価の結果はホームページにお

いて公開した。 

 

・プロジェクト研究サブテーマに関す

報告、各国研究者との意見交換を

行うことにより、今後のプロジェ

クト研究の推進に資する示唆を

得るとともに、海外の研究者等と

のネットワークの形成に寄与し

た。 

 

 

 

 

○ 当機構の研究員が研究成果

を報告し、諸外国の研究者等との

意見交換を行うことを通じて、労

働政策上の共通課題に関する理

解や議論を深めるとともに、参加

研究機関・研究者とのネットワー

クの構築・強化に寄与した。 

 

 

 

 

○ 研究テーマに関する評価に

ついては、プロジェクト研究サブ

テーマごとにあらかじめ具体的

な利用目的を明確にするととも

に、理事長をはじめとする機構幹

部が出席する内部評価委員会で

内部評価を確定させ、その後のリ

サーチ・アドバイザー部会におけ

る外部評価において、委員の間で

内部評価が妥当かどうかの審議

を行った上で、適切かつ厳格に評

価を実施した。 
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 また、研究ニーズの

把握に当たっては、働

き方の多様化が進展

していることを踏ま

え、働き方の多様化に

関する新しい団体等

との意見交換等を幅

広く実施し、あらかじ

め研究テーマごとに

具体的な利用目的を

明確にするとともに、

上記指標に係る数値

目標を設定し、プロジ

ェクト研究について

は、調査研究の事前・

中間・事後の各段階で

外部の有識者から構

成されるリサーチ・ア

ドバイザー部会等の

機構の外部評価機関

の活用によりその達

成度を含め厳格な評

価を実施すること。そ

の際、評価を踏まえ

て、中間段階で成果が

期待できないと評価

されたテーマは廃止

することなども含め、

研究ニーズの変化に

機動的に対応できる

体制を構築すること

で、労働政策の企画立

案に貢献する調査研

究に一層重点化し、調

査研究の質の向上を

図ること。さらに、当

該評価の結果を公開

すること。 

 

（５）評価における指

標 

ーマは廃止することなども含め、研究

ニーズの変化に機動的に対応できる

体制を構築することで、労働政策の企

画立案に貢献する調査研究に一層重

点化し、調査研究の質の向上を図る。

さらに、当該評価の結果を公開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）評価における指標 

 労働政策研究に関する評価につい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

○各数値目標について、所

る評価 

 第５期プロジェクト研究サブテーマ

12 本の評価については、内部評価の報

告を踏まえ議論が行われ、各年度におい

て了承された。 

 

○ 個別研究成果に関する評価 

 リサーチ・アドバイザー部会による外

部評価結果は 2.5（達成度 125％）と目

標値 2.0 を上回った。＜内訳＞ 

 Ｓ評価（大変優秀）３点：10 件 

 Ａ評価（優秀）    ２点：10 件 

 Ｂ評価（標準）  １点： 0 件 

 Ｃ評価（要努力） ０点： 0 件 

 Ｄ評価（ﾚﾍﾞﾙ不足）０点： 0 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）評価における指標 

① リサーチ・アドバイザー部会による

 

 

 

 

 

 

○ 個別研究成果に関する評価

については、内部評価及び外部評

価とも、１件の個別研究成果につ

き２名の評価者があらかじめ定

められた評価基準（内部・外部共

通）に基づき、評価票にそれぞれ

の評価項目についての評語と評

価コメントを記入した上で評価

を行い、内部評価については理事

長をはじめとする機構幹部が出

席する内部評価委員会、外部評価

についてはリサーチ・アドバイザ

ー部会において、委員の間で評価

が妥当かどうかの審議を行った

うえで評価を確定しており、適切

かつ厳格に評価を実施した。 

 

○ 高度な学識を持つ外部専門

家で構成されるリサーチ・アドバ

イザー部会による外部評価につ

いては、これまで評価を受けた  

件の成果のうち、Ａ評価（優秀）

以上 20 件、うち 10 件はＳ評価

（大変優秀）となった。 
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 労働政策研究に関

する評価について、以

下の指標を設定する。 

 １．中期目標期間中

のリサーチ・アドバイ

ザー部会等の機構の

外部評価において下

記の採点基準により

研究成果について平

均点 2.0 以上の評価

を得ること。〔成果ご

とに、Ｓ評価（大変優

秀）＝３点、Ａ評価（優

秀）＝２点、Ｂ評価（標

準）＝１点、Ｃ評価以

下＝０点〕（第４期実

績：2.25） 

 

２． 厚生労働省より

「政策貢献が期待で

きる」との評価を受け

たプロジェクト研究

サブ テーマを、中期

目標期間中において

テーマ総数の 90％以

上確保すること。（第

４期実績平均：100％） 

 

３．労働関係法令・

指針・ガイドライン

の制定・改正、予

算・事業の創設・見

直し、政 策評価、審

議会・検討会、政

党・労使団体への説

明での活用、政府の

法案提出に繋がった

研究成果を、成果総

数（※）の 85％以上

得ること。（第４期実

績平均：92.9％） 

て、以下の指標の達成を目指す。 

① 中期目標期間中のリサーチ・アド

バイザー部会等の機構の外部評価に

おいて下記の採点基準により研究成

果の平均点 2.0 以上の評価を得る。

〔成果ごとに、Ｓ評価（大変優秀）＝

３点、Ａ評価（優秀）＝２点、Ｂ評価

（標準）＝１点、Ｃ評価以下＝０点〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②厚生労働省より「政策貢献が期待で

きる」との評価を受けたプロジェクト

研究サブテーマを、中期目標期間中に

おいてテーマ総数の 90％以上確保す

る。 

 

 

 

 

 

③ 労働関係法令・指針・ガイドラ

インの制定・改正、予算・事業の創

設・見直し、政策評価、審議会・検

討会、政党・労使団体への説明での

活用、政府の法案提出に繋がった研

究成果を、成果総数（※）の 85％以

上得る。 

 ※別紙１に掲げるプロジェクト研

究のテーマのうち、「労使関係」に

該当する分野の研究成果を除く。 

 

 

 

期の目標を達成している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究成果に対する外部評価結果は、2.5

（達成度 125％）となった。（再掲） 

（内訳①） 

Ｓ評価（大変優秀）３点：10 件 

Ａ評価（優秀）    ２点：10 件 

Ｂ評価（標準）  １点： 0 件 

Ｃ評価（要努力） ０点： 0 件 

Ｄ評価（ﾚﾍﾞﾙ不足）０点： 0 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② プロジェクト研究サブテーマ（12 テ

ーマ）について、厚生労働省の担当課室

から政策への貢献度合いについて評価

を受けた。すべての年度で 100％（12 テ

ーマ中 12 テーマ）、達成度 111.1％とな

った。 

 

 

 

 

③ 令和７年度までにとりまとめた研究

成果 117 本のうち、98 本について厚生

労働省の担当課室から研究成果の労働

政策の企画立案及び実施への活用度合

いについて評価を受けた。 

 

成果総数 98 本のうち、96 本が「活用し

た」または「活用する予定である」との

評価を受けた。 

 97.9％（研究成果 98 本中 96 本） 

達成度 115.1％ 

 

 令和４年度  95.8％ 
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（※）別紙に掲げる

プロジェクト研究の

テーマのうち、「労使

関係」に該当する分

野 の研究成果を除

く。 

 

 

 

 

 

 

４．労働政策研究の成

果についての有識者

を対象としたアンケ

ート調査を実施し、下

記 基準により 2.2 以

上の評価を 得るこ

と。〔大変有益：３、有

益:２、あまり有益で

ない： １、有益でな

い:０〕（第４期実績平

均：2.4） 

 

 

５．内外の関連する他

の研究機関との研究

交流等を促進すると

ともに、研究員が出席

した国際会議、国際学

会等において、研究成

果等について発表を

積極的に行い、会議等 

での交流を踏まえつ

つ先進国及びアジア

諸国を中心に幅広く

海外の研究機関との

連携体制の構築を図

ること。また、機構か

ら積極的に英語での

情報発信を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 労働政策研究の成果についての

有識者を対象としたアンケート調査

を実施し、下記基準により 2.2 以上の

評価を得る。〔大変有意義：３、有意

義:２、あまり有意義でない:１．有意

義でない：０〕 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 内外の関連する他の研究機関と

の研究交流等を促進するとともに、研

究員が出席した国際会議、国際学会等

において、研究成果等について発表を

積極的に行い、会議等での交流を踏ま

えつつ先進国及びアジア諸国を中心

に幅広く海外の研究機関との連携体

制の構築を図る。また、機構から積極

的に英語での情報発信を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（24 研究成果中 23 本） 

    達成度 112.7％ 

 令和５年度  94.7％ 

（19 研究成果中 18 本） 

    達成度 111.4％ 

 令和６年度   100％ 

（28 研究成果中 28 本） 

    達成度 117.6％ 

 令和７年度  100％ 

（27 研究成果中 27 本） 

    達成度 117.6％ 

                        

④ 有識者アンケートによる評価 

学識経験者、地方行政官、労働組合、使

用者を対象にアンケート調査を行い、労

働政策研究の成果について有益である

かどうかの評価を受けた。 

有益である（「大変有益」＋「有益」）と

の回答は、全ての年度で 2.0 を上回っ

た。 

 ４年度 2.55（達成度 115.9％） 

 ５年度 2.60（同 118.2％） 

 ６年度 2.61（同 118.6％） 

 ７年度 2.64（同 120.0％） 

 

⑤海外の研究機関との連携体制の構築

／英語での情報発信（再掲） 

・国際セミナー等として、「日韓ワーク

ショップ」「北東アジア労働フォーラ

ム」「国際比較労働政策セミナー」を各

年１回開催し、各国の労働政策や研究動

向について意見交換・情報収集を行っ

た。 

・諸外国の政策研究や制度運用の把握、

人材育成、海外研究者等とのネットワー

ク構築を目的に、４年間で 27 名の研究

員等を海外の国際会議等に派遣した。ま

た、優れた知見を有する海外研究者３名

を招へいした。 

・英文ホームページおよび英文情報誌

『Japan Labor Issues』（年間５号）を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 左記のとおり、国際セミナー

等を通じて海外研究者等との連



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考指標） 

○厚労省との連携実

績 

・厚生労働省とのハ

イレベル会合等開催

実績 

・行政担当者の研究

参加人数 

・厚生労働省その他

行政機関の審議会・研

究会等への参画件数 

・労働政策担当者向

け勉強会の開催実績 

○民間等との連携実

績 

・労使団体等との会

議開催実績 

・働き方の多様化に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考指標） 

○厚労省等との連携実績 

・厚生労働省とのハイレベル会合等

開催実績 

・行政担当者の研究参加人数 

・厚生労働省その他行政機関の審議

会 

・研究会等への参画件数 

・労働政策担当者向け勉強会の開催

実績 

○民間等との連携実績 

・労使団体等との会議開催実績 

・働き方の多様化に関する新しい団

体等との意見交換回数 

・他の研究機関等との共同研究・研究

交流実績 

・労使団体・地方公共団体・ＮＰＯ等

に向けた講演回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通じ、外国人読者向けに補足を加えた英

文情報を４年間で延べ 34 件提供し、日

本の労働事情を英語で発信した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考指標） 

○ 厚生労働省等との連携実績 

 ・ハイレベル会合開催実績 

（年１回／累計４回） 

・行政担当者の研究参加人数 

累計 66 人 

 （令和４年度 17 人／令和５年度 18 人

／令和６年度 12 人／令和７年度 19 人） 

 

・厚生労働省その他行政機関の審議会・

研究会等への参画件数  

累計 263 件（再掲） 

 

・労働政策担当者向け勉強会の開催実

績  累計 13 回 

 （令和４年度３回／令和５年度４回／

令和６年度３回／令和７年度３回） 

 

携構築に努めるとともに、『Japan 

Labor Issues』の年間５号の発行

や英文資料の提供を通じ、英語に

よる情報発信を積極的に行うこ

とで、海外の研究機関との連携体

制の構築を図れている。 

 

○ 英文メールマガジンの読者

を対象にアンケート調査を実施

したところ、96.2％が役に立って

いると回答した。 

 活用状況や要望として、「日本

の労働法に関する資料の多くは

日本語でしか入手できないため、

貴誌は希少な英文の情報源とな

っている」、「日本の労働市場の動

向を把握するための優れた情報

源である。時事問題やトピックを

反映し、出来事の影響や長期的な

トレンドを判断するために有用

なデータを提供している」など高

い評価を得ている。 
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関する新しい団体等

との意見交換回数 

・他の研究機関等と

の共同研究・研究交流

実績 

・労使団体・地方公共

団体・ＮＰＯ等に向け

た講演回数 

 

○成果活用実績等 

・成果の取りまとめ

件数 

・審議会・検討会等で

の活用件数 

 

 

○成果活用実績等 

・成果の取りまとめ件数 

・審議会・検討会等での活用件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 民間との連携実績 

・労使団体等との会議開催実績 

 調査研究に関する懇談会（労働部会・ 

経営部会）開催 累計８回（再掲） 

 

・働き方の多様化に関する新しい団体

等との意見交換回数 累計８回（再

掲） 

 

・他の研究機関等との共同研究・研究交

流実績（再掲） 

 ＜主な連携・共同研究例＞ 

・労働安全衛生総合研究所と過労死防止

等に関する共同研究 

・「暮らしと意識に関する NHK・JILPT 共

同調査」（令和４年度） 

・OECD の８カ国共同研究「AI 等が職場

に及ぼす影響に関する研究」 

 

・労使団体・地方公共団体・ＮＰＯ等

に向けた講演回数 累計 169 件 

 

○ 成果活用実績等 

＜成果の取りまとめ件数＞ 

累計 117 件 

 プロジェクト研究シリーズ４件 

 労働政策研究報告書   16 件 

 労働政策レポート    ２件 

 調査シリーズ      22 件 

 資料シリーズ      40 件 

 ディスカッションペーパー25 件 

 政策論点レポート     ４件 

 研究開発成果物     ４件 

 

＜審議会・検討会等での活用件数＞ 

 累計 947 件（再掲） 

（内訳①） 

・プロジェクト研究    755 件 

・課題研究・緊急調査   192 件 

（内訳②） 

・厚生労働省関係 623 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらを踏まえ、Ａと評価する。 

＜課題と対応＞  

○ 政策課題が複雑化・多様化す

る中、専門人材の確保・育成が重

要な課題となっており、厚生労働

省との一層の連携や、労使団体を

含めた幅広い組織、研究機関・研

究者等との意見交換や共同研究

の機会を確保し、経済社会の変化
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・厚生労働省以外 324 件 

 

＜国会審議における活用＞ 累計 23 件 

（令和４年度 7 件／５年度 ４件／ 

６年度６件／７年度６件） 

 

＜政党部会等への説明＞ 

・自民党／厚生労働部会・社会保障制度

調査会年金委員会合同会議（令和６年３

月 28 日）にて説明（テーマ：「就職氷 

河期世代から見る年金」） 

・立憲民主党「政務調査会長勉強会」に

て「賃金とは何か〜職務給の蹉跌と所属

給の呪縛」について講演（令和７年５月

12 日） 

 

に対応したより的確な研究テー

マの設定・実施に取り組む。 

○ 緊急性の高い課題や行政ニ

ーズについてコロナ禍時の経験

も踏まえつつ、より機動的に体制

を整え迅速に対応していく。 

○ 引き続き、厳格な評価に基づ

き質の高い成果の確保と政策の

立案に貢献する成果のとりまと

めに努めていく。 

○ 研究者の人材育成の推進と

諸外国の政策研究、制度運用の現

状を把握するため、引き続き海外

の研究者や研究機関とのネット

ワークの形成に努める。 

 

 

４．その他参考情報 

【目標の設定及び水準の考え方】 
・調査研究の評価に関する指標については、客観性を持った厳格な評価を実施する観点から、外部の有識者による評価を重点的に評価することとする。 
・プロジェクト研究について、労働政策の企画立案及び実施への貢献度を測る指標として、厚生労働省の実務担当者による評価を指標として採用することとする。 
・労働政策の企画立案及び推進への貢献度を測る指標として、政策に関する検討及び立案に結びつくような質の高い研究の量を指標として設定することとする。 
・研究交流等の促進及び研究員の人材育成を図るとともに、海外交流の度合いや、国際的な研究拠点としての機能を測る指標として、研究員の国際会議等での研究成果等の発表、英語での情報発信や、海外の研究機関との連携体制

の構築を定性的指標として設定することとする。 
・目標水準について、基本的には、既存の指標は第４期中期目標期間（平成 29 年度～令和３年度）の実績を踏まえ、第４期の目標水準以上の水準を設定することとする。 

【重要度：高とした考え方】 
――人口減少社会の進行や多様な働き方の拡大、AIや ICTを中心とした技術革新に伴う産業構造の変化など、我が国の労働市場を取り巻く環境が大きく変化している中で、厚生労働省がこれらの課題に的確に対応した労働政策を適

切に企画立案及び推進していくために、客観的かつ質の高い労働政策研究に基づくエビデンスが重要であるため。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―２ 労働事情・労働政策に関する情報の収集・整理 

業務に関連する政策・施策 ・労働者が安全で健康に働くことができる職場づくりを推進すること（Ⅲ－２－１）/・被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること（Ⅲ－３－２）/・

労使関係が将来にわたり安定的に推移するよう集団的労使関係のルールの確立及び普及等を図るとともに、集団的労使紛争の迅速かつ適切な解決を図るこ

と（Ⅲ－４－１）/・男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、女性の活躍推進、仕事と家庭の両立支援等を推進すること（Ⅳ－１－１）/・非正規雇用労

働者（短時間労働者・有期契約労働者・派遣労働者）の雇用の安定及び人材の育成・待遇の改善を図ること（Ⅳ－２－１）/・長時間労働の抑制、年次有給休

暇取得促進等により、ワーク・ライフ・バランスの観点から多様で柔軟な働き方を実現すること（Ⅳ－３－１）/・豊かで安定した勤労者生活の実現を図る

こと（Ⅳ－３－２）/・個別労働紛争の解決の促進を図ること（Ⅳ－４－１）/・公共職業安定機関等における需給調整機能の強化及び労働者派遣事業等の適

正な運営を確保すること（Ⅴ－１－１）/・地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出及び雇用の安定を図ること（Ⅴ－２－１）/・高齢者・障害者・

若年者等の雇用の安定・促進を図ること（Ⅴ－３－１）/・雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための保障等を図ること（Ⅴ－

４－１）/・求職者支援訓練の実施や職業訓練受講給付金の支給等を通じ、雇用保険を受給できない求職者の就職を支援すること（Ⅴ－５－１）/・多様な職

業能力開発の機会を確保し、生産性の向上に向けた人材育成を強化すること（Ⅵ－１－１）/・若年者の雇用を促進すること（基本目標Ⅴ施策目標３－１を

参照）（Ⅵ－２－１）/・若年者等に対して段階に応じた職業キャリア支援を講ずること（Ⅵ－２－２）/・福祉から自立へ向けた職業キャリア形成の支援等を

すること（Ⅵ－２－３）/・技能継承・振興のための施策を推進すること（Ⅵ－３－１） 

当該事業実施に

係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人労働政策研究・研修機構法第１２条第２号 

当該項目の重要度、難易度 
― 

関連する政策評

価・行政事業レ

ビュー 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標 達成目標 
（参考） 

前中期目標期間 
平均値等 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

指標 
令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

国内情報収集成果の提供件数（実績） 毎年度延べ 140

件以上 
151件 152件 151件 144件 147件  予算額（千円） 327,695 325,410 331,492 314,343  

同上（達成度）  108％ 108.6％ 107.9％ 102.9％ 105.0％  

決算額（千円） 326,106 314,555 332,654 310,649  
海外情報収集成果の提供件数（実績） 毎年度延べ 150

件以上 
159件 151件 152件 150件 151件  

同上（達成度）  106％ 100.7% 101.3％ 100.0％ 100.7％  

経常費用（千円） 367,748 257,022 346,006 309,382  有識者アンケートによるホームページ

の国内労働事情についての評価（実績） 
有益度の平均点

2.0以上 
― 2.57 2.59 2.55 2.54  

同上（達成度）  ― 128.5％ 129.5％ 127.5％ 127.0％  

経常利益（千円） 1,871 11,115 △916 3,913  有識者アンケートによるホームページ

の海外労働情報についての評価（実績） 
有益度の平均点

2.0以上 
― 2.59 2.66 2.68 2.64  

同上（達成度）  ― 129.5％ 133.0% 134.0% 132.0％  独立行政法人の業務

運営に関して国民の

負担に帰せられる行

政コスト（千円） 

367,748 256,762 345,760 309,163  有識者アンケートによるホームページ

の統計情報についての評価（実績） 
有益度の平均点

2.0以上 
― 2.60 2.64 2.58 2.62  

同上（達成度）  ― 130.0％ 132.0％ 129.0% 131.0%  従事人員数（人） 16 15 13 14  
注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                             注３）予算額､決算額は支出額を記載｡人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 ２ 労働事情・労働政

策に関する情報の収

集・整理 

（１）情報の収集・整

理に関する取組の推

進 

 労働事情・労働政策

に関する情報の収集・

整理については、国内

外の情報を分かり や

すく整理し、政策担当

者及び民間企業等の

労使関係者による労

働事情等に関する実 

態の把握や、労働政策

の効果の検証に資す

るようなエビデンス

を提供することを目

的 として、厚生労働

省や外部の関係機関

とも連携し、内外の労

働事情、各種の統計デ

ータ等を継続的に収

集・整理することで、

有益かつ有効な情報

を機動的かつ効率的

に作 成・情報提供で

きる体制の整備や、誰

もが活用しやすいよ

うな情報の整理を図

るとと もに、国際化

の進展により共通し

た課題に直面する国

も多くなっているこ

とを踏まえ、 国際比

較が可能なデータを

中心に海外の調査・情

報収集を実施するこ

２ 労働事情・労働政策に関する情報

の収集・整理 

 

（１）情報の収集・整理に関する取組

の推進 

 

 国内外の情報を分かりやすく整理

し、政策担当者及び民間企業等の労使

関係者による労働事情等に関する実

態の把握や、労働政策の効果の検証に

資するようなエビデンスを提供する

ことを目的として、厚生労働省や外部

の関係機関とも連携し、内外の労働事

情、各種の統計データ等を継続的に収

集・整理することで、有益かつ有効な

情報を機動的かつ効率的に作成・情報

提供できる体制の整備や、誰もが活用

しやすいような情報の整理を図る。特

に海外の調査・情報収集については、

国際化の進展により共通した課題に

直面する国も多くなっており、労働事

情、統計データ等の国際比較の重要度

が増していることを踏まえ、国際比較

が可能なデータを中心に調査・情報収

集を実施する。 

 また、労働政策の企画立案に関する

議論の活性化を図るために、国際比較

が可能なデータを含め、政策課題を取

り巻く時宜に応じた情報の収集・整理

についても機動的かつ効率的に対応

する。 

 さらに、オープンデータを推進し、

社会全体の研究活動の活性化・効率化

を促進する観点から、機構が調査研究

を通じて取得したデータ等の利用促

進を図る。 

 実施に当たっては、研究部門と調査

部門が連携し、より有益かつ有効な情

＜評価の視点＞ 

 

 

 

 

 

○政策担当者及び民間企

業等の労使関係者による

労働事情等の実態把握や、

労働政策の効果の検証に

資する内外の労働事情、各

種の統計データ等を継続

的に収集するとともに、誰

もが活用しやすいように

整理し、機動的かつ効率的

に情報提供しているか。 

○政策課題を取り巻く時

宜に応じた情報の収集・整

理についても機動的かつ

効率的に対応しているか。 

○機構が調査研究を通じ

て取得したデータ等の利

用促進を図っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 労働事情・労働政策に関する情

報の収集・整理 

 

（１）情報の収集・整理に関する取

組の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 
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と。  

 また、労働政策の企

画立案に関する議論

の活性化を図るため

に、国際比較が可能な 

データを含め、政策課

題を取り巻く時宜に

応じた情報の収集・整

理についても機動的 

かつ効率的に対応す

るとともに、研究部門

と調査部門の連携を

密に実施することに

より、労働政策研究の

推進に資する調査・情

報収集を推進するこ

と。  

 さらに、オープンデ

ータを推進し、社会全

体の研究活動の活性

化・効率化を促進す 

る観点から、機構が調

査研究を通じて取得

したデータ等の利用

促進を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報を迅速かつ的確に収集・整理し、提

供する。 

 具体的には、以下のとおり業務を実

施する。 

 

イ 国内労働事情の収集・整理 

 中長期的観点から労働政策研究の

基礎となる情報を収集する定点観測

調査を通じ て、雇用や人事労務管理

などに関する国内の労働事情の情報

と動向を継続的に収集・ 整理すると

ともに、喫緊の政策課題等に対応した 

情報収集・整理を行う。 

 情報収集の成果については、政策検

討資料等として取りまとめて厚生労

働省に提 供するとともに、ニュース

レター等により、国民各層及び海外の

関係者に幅広く提供 する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 国内労働事情の収集・整理 

○ 労働政策研究の基礎となる労

働情報等を下記の情報プロセスを

通じて、収集・整理した。収集・整

理した労働現場における最新の情

報は、ホームページ、メールマガジ

ン、「ビジネス・レーバー・トレンド」

など様々な媒体を通じて、広く迅速

に提供した。  

＜収集・整理した提供件数＞ 

令和４年度 152 件、達成度 108.6％ 

令和５年度 151 件、達成度 107.9％ 

令和６年度 144 件、達成度 102.9％ 

令和７年度 147 件、達成度 105.9％ 

 

＜有識者評価＞ 

令和４年度 2.57、達成度 128.5％ 

令和５年度 2.59、達成度 129.5％ 

令和６年度 2.56、達成度 127.5％ 

令和７年度 2.54、達成度 127.0％   

 

〈情報収集プロセス〉 

・モニター調査（年４回） 

企業、業界団体、労働組合、地域シ

ンクタンクを対象とした四半期ご

とのモニター調査 

・定点観測調査（年１回程度） 

「勤労生活に関する調査」「日本人

の就業実態に関する総合調査」など

を数年サイクルのローテーション

で実施 

・労使関係者からの取材 

・各種アンケート調査・ヒアリング

調査 

 

○ 新型コロナウイルスの蔓延が

 

 

 

 

 

 

○ 最新の国内労働関係情報をそ

の背景や影響も明らかにする形で

収集・整理した。 

 

 

 

 

 

○ 収集・整理した件数は左記の

とおり、中期目標期間を通じて目

標値（毎年度 140 件）を達成した。 

 

 

 

○ 有識者を対象としたアンケー

ト調査（有識者評価）における国内

労働事情の評価では有益度の平均

2.0 以上をすべての年度で達成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 賃上げの動向については、ナ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沈静化するにしたがい経済が回復

基調となるなかで、物価上昇や人材

不足への対応を踏まえた賃上げが

重要テーマとなった。これにより、

賃上げ（春闘等）の状況、雇用・就

業への影響、雇用・労働対策の動向

について情報収集を行った。 

 

○ モニター調査結果から、「米国

トランプ政権による関税政策の影

響」や、AI が急速に普及している動

向を踏まえ、「AI 技術の活用状況と

使用ルールなどの状況」などについ

ても情報収集し、ビジネス・レーバ

ー・トレンドで公表した。 

 

○ 情報収集においては、労使関係

者等との間で長年にわたり構築さ

れてきたネットワークを最大限に

活用し、様々な関係者への取材・情

報収集を精力的に行なうとともに、

労使モニター調査、定点観測調査、

研究会等を通じた情報収集を行な

い、労働現場の実態把握に努めた。 

 

＜労使モニター、研究会等を通じた

情報収集＞ 

・労使モニター調査 

企業、業界団体、労働組合（単組、

産業別労組）、地域シンクタンクを

対象とするモニターへの調査(年４

回)により、労働現場の最新動向を

収集・整理 

・企業の人事労務担当者との研究会 

企業の人事労務担当者を招集し、有

識者等も交えて意見交換する「労働

問題の現状と展望に関する研究会」

を開催し、企業における人事・労務

などの関心事項・課題を把握 

 

＜取材等による情報収集､整理例＞ 

ショナルセンターおよび主要産別

の春闘の要求段階から要求提出後

の賃金等の交渉・妥結内容や労働

組合の取り組みなどについて、取

材を行っている。 

 労働行政等についても、厚生労

働省における発表資料や審議会等

の報告なども収集した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 労働政策研究に不可欠の要素

である「労働現場の実態把握」につ

いて、左記のとおり、労働に関わる

ステイクホルダーのニーズや社会

情勢を踏まえて、労使関係者等か

らの取材やモニター調査等を通じ

て機動的に情報収集を行い、労働

政策研究に有用な情報を提供する

とともに、政策論議の活性化に貢

献した。 
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令和４年度 

・副業・兼業の働き方を活かした地

域の活性化や人材育成、社会貢献活

動の事例 

・2022 春闘における賃上げ状況 

・労働組合のハラスメントのない職

場づくりの取り組み 等 

令和５年度 

・政労使の人事制度改革に対するス

タンス 

・2023年春闘における賃上げおよび

主要課題の状況 

・女性の就業支援にかかわる政府の

取り組み方針 等 

令和６年度 

・2024年春闘に至るまでの政労使の

動向、2024 年春闘における賃上げお

よび主要課題の状況 

・労働災害をめぐる最新状況 

・フリーランス新法を踏まえた特定

受託事業者の就業環境の整備 等 

令和７年度 

・2025春闘に至るまでの政労使の動

向、2025 春闘における賃上げおよび

主要課題の状況  

・医療・介護業界の賃上げの状況  

・新卒採用の動向  
・最先端の AI を活用している企業

の事例 等 

 

○ 収集・整理した情報は、迅速に

情報発信できるメールマガジンや、

分かりやすい形で情報を提供する

ニュースレター「ビジネス・レーバ

ー・トレンド」（10 回／年）のほか、

ホームページを通じて公表した。 

「ビジネス・レーバー・トレンド」

は、第５期（令和４年５月号）から

は電子化してＨＰ上で情報提供し

ている。 

○ 要請調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ すべての情報をホームページ

に掲載しており、多数の関係者が

活用している。直近（令和７年度）

の有識者アンケートの有益度は

98.0％と 、読者から高い評価を得

た。  

  

 

 

 

○ 要請調査については、要請元
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ロ 海外労働事情の収集・整理 

 国際比較の観点から重要性の高い

海外主要国やアジア諸国を対象に、労

働関係情 報を国別に収集・整理する。

その際、対象国の労働政策、法制度の

情報だけではなく、 労働市場、雇用

慣行など各対象国における政策や制

度に関連する諸要因についても 収

集・整理する。また、喫緊の政策課題

等に対応した情報収集・整理を行う。 

 情報収集の成果については、政策検

討資料等として取りまとめて厚生労

働省に提 供するとともに、ニュース

レター等により国民各層等に幅広く

提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 厚生労働省からの要請に基づき、

重要性の高いテーマについての調

査を実施し、調査結果を要請部局へ

報告した。 

 

・要請調査（課題） 累計 12 件 

 令和４年度  ５件 

 令和５年度  ４件 

 令和６年度  ２件 

 令和７年度  １件 

 

・要請調査（緊急） 累計 10 件 

 令和４年度 ３件 

 令和５年度 ３件   

 令和６年度 ２件 

 令和７年度 ２件   

 

ロ 海外労働事情の収集・整理 

○ 海外労働情報については、海外

の研究者や研究機関とのネットワ

ークを活用して収集し、その背景や

影響が明らかとなる形で整理した

うえで提供している。 

 

＜収集・整理した提供件数＞ 

令和４年度 151 件、達成度 101％ 

令和５年度 152 件、達成度 101％ 

令和６年度 150 件、達成度 100％ 

令和７年度 151 件、達成度 101％ 

 

＜有識者評価＞ 

令和４年度 2.59、達成度 129.5％ 

令和５年度 2.66、達成度 133.0％ 

令和６年度 2.68、達成度 134.0％ 

令和７年度 2.64、達成度 132.0％ 

 

○ 国別労働情報については、海外

主要国（英、米、独、仏、中、韓等）

及び主要な国際機関（EU、OECD、ILO）

を対象に、労働政策研究の基盤とな

る最新の労働情報を収集・整理し

と緊密に協議しながら、的確な調

査実施とともに、必要な調査結果

を迅速に提供した。 

 また、短いスケジュール設定で

の緊急要請については、機動的な

対応を行い、求められる日程での

調査結果の提供を実現した。 

  

＜活用事例＞ 

 調査結果は労働政策審議会や検

討会、厚生労働省の白書等で法案

審議等の議論の基礎資料として活

用されている。詳細は各年度の業

務実績報告参照。 

 

 

 

 

○ 労働政策の企画・立案や政策

研究を進めるうえでは、国際比較

の観点を踏まえた最新の海外労働

情報が必要不可欠である。当機構

では、そうした海外労働情報を、海

外の研究者や研究機関等とのネッ

トワークを活用して収集し、国際

比較の視点を踏まえて整理してお

り、目標（750 件）に向けて着実に

実施している。 

 

 

○ 有識者を対象としたアンケー

ト調査（有識者評価）における海外

労働事情の評価では有益度平均

2.0 以上をすべての年度で達成し

た。 

 

○ 賃金・賃上げ等に関する諸外

国の情報収集結果について、賃金

ポータルサイトに掲載し、関連情

報を提供した。 

○ 収集・整理した情報に関して
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た。情報の収集整理に当たっては、

国際比較の観点を踏まえ、対象国の

労働市場、雇用慣行など政策や制度

に関連する諸要因も合わせて総合

的に収集・整理を行った。 

 

 例えば、我が国において大きな政

策課題となっている「賃上げ」につ

いて、諸外国の賃金・賃金決定方法

を把握するため情報収集を行った

り、我が国の政策担当者や実務家に

とって関心が高い「ビジネスと人

権」「ストライキ」に関する諸外国の

事例等の情報を収集し、海外労働情

報ホームページの「フォーカス」欄

に以下の記事を掲載した。 

・諸外国はストの嵐？  

・「ビジネスと人権」―米英独仏・国

際機関の取り組み 

 

○ アジア諸国の情報収集につい

ては、我が国からの進出企業におけ

る人事管理の動向や課題、グローバ

ル人材の育成確保を念頭に置き、情

報収集・発信を行った。 

 とくに日系企業の関心の高いベ

トナムの労働事情について、有識者

に寄稿してもらい、海外労働情報ホ

ームページ「フォーカス欄」におい

て、最新の情報を提供した。 

 

○ ベトナム、カンボジア、ラオス、

ミャンマー、インドといった東南・

南アジア諸国の最低賃金に関する

情報を随時提供した。 

 

○ 厚生労働省からの要請に基づ

き、重要性の高いテーマについての

調査を実施し、調査結果を要請部局

へ報告した。 

 

行政関係者やマスメディア等にブ

リーフィング等を行った。 

＜具体例＞ 

・「欧米諸国の公的職業訓練の最

新動向からデジタル技術進展への

対応」というテーマで、全国労働組

合生産性会議の労働政策部会で講

演（令和４年度）。 

・NHK ディレクターに対して、「諸

外国の雇用調整助成金」について

ブリーフィング（令和５年度）。 

・三重県人口減少対策課に対し

て、「ドイツの家族・人口政策」に

ついてブリーフィング（令和６年

度）。 

・会計検査院職員等に対して、「諸

外国の労働政策全般」についてブ

リーフィング（令和６年度）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 要請調査の結果は、資料とし

て厚生労働省の要請元に提出する

とともに、資料シリーズ等として

取りまとめた。いずれも当該分野

における政策立案上の参考資料と
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ハ 各種統計データ等の収集・整理 

 広範囲の情報源を活用して、労働関

係の統計に係る各種データを継続的

に収集・整 理するとともに、これら

を分析・加工し、既存の数値情報では

得られない有益かつ有 効な情報を作

成する。 

 また、アンケート調査の個票など機

構が調査研究を通じて取得したデー

タ等をデ ータ・アーカイブとして整

備し公開する取組について、さらなる

利用促進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度 １件 

 令和５年度 ３件 

 令和６年度 ２件 

 令和７年度 ４件 

 

○自主調査（テーマ別情報収集） 

・「コロナ禍における諸外国の雇用

維持政策」 

・「諸外国の公務員の働き方」 

・「諸外国の電気産業に係る争議規

制」 

 

 

 

ハ 各種統計データ等の収集・整理 

○ 労働関係の統計に係る各種デ

ータを継続的に収集・整理し、「主要

労働統計指標」、「最近の統計調査結

果から」、「早わかりグラフでみる長

期労働統計」等をホームページで提

供した。「主要労働統計指標」、「最近

の統計調査結果から」はそれぞれ各

年 12 回とりまとめた。 

 

○ 労働に関する各種統計指標及

び統計数値を理解する上で参考と

なる制度を国際比較が可能な形で

編集・掲載した『データブック国際

労働比較』を作成した。 

 

○ データを収集・整理し、分析・

加工を行った『ユースフル労働統

計』を作成した。また、加工指標の

うち、需要不足失業率等について

は、「統計トピックス」としてホーム

ページに掲載し、直近のデータに基

づき随時更新した。 

 

○ 機構が調査研究活動を通じて

取得・作成したデータは政策研究及

び学術研究を支援するための重要

して活用された。 

 

＜活用事例＞ 

○ 調査結果は労働政策審議会や

検討会、厚生労働省の白書等で法

案審議等の議論の基礎資料として

活用されているほか、日経新聞、朝

日新聞、共同通信等の各種メディ

アで幅広く使われた。詳細は各年

度の業務実績報告参照。 

 

 

 

 

○ 「早わかりグラフでみる長期

労働統計」は厚生労働省「新しい時

代の働き方に関する研究会」報告

書等に引用された。 

 

 

 

 

 

 

○ 『データブック国際労働比較』

は厚生労働省の労働政策審議会労

働条件分科会資料や雇用政策研究

会資料等に引用された。 

 

 

○ 『ユースフル労働統計』は厚生

労働省の「労働経済の分析」や雇用

政策研究会資料等に引用された。 

 

 

 

 

 

○ 公開しているアンケート調査

の個票データは外部の研究者等に

よって二次分析等に活用されてお
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な研究インフラであり、データ・ア

ーカイブとして二次利用促進のた

め広く公開している。 

（新規公開本数） 

 令和４年度： 28 本 

 令和５年度： 33 本 

 令和６年度 ： 22 本 

 令和７年度 ： 34 本 

（累計公開本数） 

 225 本（令和７年度末） 

（利用実績） 

令和４年度： 

 データ利用承認件数 23 件 

 データ利用承認本数 34 本 

 利用者数 26 人 

 データ・アーカイブ HP 閲覧件数  

 5,967 件/月 

令和５年度： 

 データ利用承認件数 25 件 

 データ利用承認本数 32 本 

 利用者数 38 人 

 データ・アーカイブ HP 閲覧件数 

 7,036 件/月 

令和６年度： 

 データ利用承認件数 31 件 

 データ利用承認本数 60 本 

 利用者数 60 人 

 データ・アーカイブ HP 閲覧件数 

 13,244 件/月 

令和７年度： 

 データ利用承認件数 45 件 

 データ利用承認本数 68 本 

 利用者数 77 人 

 データ・アーカイブ HP 閲覧件数 

 19,376 件/月 

 

○ ホームページ「統計情報」のペ

ージビュー数は以下のとおりとな

った。 

 令和４年度 約 298 万件 

 令和５年度 約 273 万件 

り、新たな知見の発見等に貢献し

ている。 
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（２）評価における指

標 

情報の収集・整理に関

 

 

 

ニ 図書資料等の収集・整理 

内外の労働関係図書資料等を、総合

的・体系的に収集、整理、保管し、調

査研究及び労働行政担当職員研修の

効果的な推進等を支援する。 

また、図書資料等を一般公開し、行政

関係者及び外部の研究者等の利用に

供して、その有効活用を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評価における指標 

情報の収集・整理に関する評価につい

て、以下の指標の達成を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

○各数値目標について、所

期の目標を達成している

 令和６年度 約 355 万件 

 令和 7 年度 約 488 万件 

 

ニ 図書資料等の収集・整理 

○ 労働分野を中心に、経済学、社

会保障、心理学、教育学、社会学等

の和洋図書、継続刊行物等を総合

的・体系的に収集・整理し、労働政

策研究及び労働行政担当職員研修

の効果的な推進等を支援した。図書

資料の収集にあたっては、毎月、研

究員等から調査研究・研修に必要な

資料の要望を聴取しつつ、内外の労

働関係図書資料の収集、整理等を実

施した。 

（所蔵状況）（令和７年度末） 

 蔵書総数  約 20 万冊 

 受入雑誌  186 種 

 受入紀要等 192 種 

 

○ 収集・整理・保管した図書資料

は、閲覧、貸出、複写サービス、レ

ファレンスへの回答を通じて、行政

関係者・研究者・学生・労使実務家

など外部利用者にも積極的に提供

した。 

 

○ 直接の来館が困難な利用者向

けに、国立情報学研究所の図書館間

相互貸借・複写制度による他の図書

館等を通じた貸出・複写サービスを

提供し、図書資料の有効利用を図っ

た。 

○業務の効率化・簡素化を図るた

め、労働図書館の運営について外部

委託を行っている（平成 28 年 4 月

～）。 

 

○評価における指標（再掲） 

 

 

 

 

 

○ 左記のとおり、図書資料等を

適切に収集・整理し、有効活用を図

った。 

 

○ 労働図書館の運営について

は、外部委託により、蔵書を活用し

た「企画展示」の実施など、委託業

者のノウハウや創意工夫を活かし

た利用者サービスが行われてい

る。利用者からは「通常の利用では

気づかない貴重な資料に出会え

た」などの評価を得た。 

 

○ 来館者アンケートでも、「他の

図書館では利用することができな

い労働関係の資料図書が豊富に揃

っている」、「労働、人事、労務等の

資料が充実しており、貸出も可能」

などの評価を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

する評価について、以

下の指標を設定する。 

１．国内情報収集成果

の提供件数を毎年度

延べ 140 件以上確保

する。（第４期実績平

均：152 件） 

２．海外情報収集成果

の提供件数を毎年度

延べ 150 件以上確保

する。（第４期実績平

均：159 件） 

 

３．有識者を対象とし

たアンケート調査に

おいて、ホームページ

の国内労働事情を利

用したことのある者

から、下記基準により

2.0 以上の評価を得

る。〔大変有益：３、有

益:２、あまり有益で

ない：１、有益でない:

０〕（新規指標のため

実績なし） 

４．有識者を対象とし

たアンケート調査に

おいて、ホームページ

の海外労働情報を利

用したことのある者

から、下記基準により

2.0 以上の評価を得

る。〔大変有益：３、有

益:２、あまり有益で

ない：１、有益でない:

０〕（新規指標のため

実績なし） 

５．有識者を対象とし

たアンケート調査に

おいて、ホームページ

の統計情報を利用し

① 国内情報収集成果の提供件数を

毎年度延べ 140 件以上確保する。 

 

 

 

 

 

② 海外情報収集成果の提供件数を

毎年度延べ 150 件以上確保する。 

 

 

 

 

③ 有識者を対象としたアンケート

調査において、ホームページの国内労

働事情を利用したことのある者から、

下記基準により 2.0 以上の評価を得

る。〔大変有益：３、有益:２、あまり

有益でない:１、有益でない：０〕 

 

④ 有識者を対象としたアンケート

調査において、ホームページの海外労

働情報を利用したことのある者から、

下記基準により 2.0 以上の評価を得

る。〔大変有益：３、有益:２、あまり

有益でない:１、有益でない：０〕 

 

⑤ 有識者を対象としたアンケート

調査において、ホームページの統計情

報を利用したことのある者から、下記

基準により 2.0 以上の評価を得る。

〔大変有益：３、有益:２、あまり有

益でない:１、有益でない：０〕 

 

⑥ 機構が調査研究を通じて取得し

たデータ等をデータ・アーカイブとし

て整備し公開する取組について、さら

なる利用促進を図る。 

 

 

 

か。 ①国内労働関係情報の収集・整理・

提供件数 

令和４年度 152 件、達成度 108.6％ 

令和５年度 151 件、達成度 107.9％ 

令和６年度 144 件、達成度 102.9％ 

令和７年度 147 件、達成度 105.9％ 

 

②海外情報収集成果の提供件数 

令和４年度 151 件、達成度 101％ 

令和５年度 152 件、達成度 101％ 

令和６年度 150 件、達成度 100％ 

令和７年度 151 件、達成度 101％ 

 

③有識者アンケートによる「国内労

働事情」の有益度評価 

令和４年度 2.57、達成度 128.5％ 

令和５年度 2.59、達成度 129.5％ 

令和６年度 2.56、達成度 127.5％ 

令和７年度 2.54、達成度 127.0％ 

 

④有識者アンケートによる「海外労

働事情」の有益度評価 

令和４年度 2.59、達成度 129.5％ 

令和５年度 2.66、達成度 133.0％ 

令和６年度 2.68、達成度 134.0％ 

令和７年度 2.64、達成度 132.0％ 

 

⑤有識者アンケートによる「統計情

報」の有益度評価 

令和４年度 2.60、達成度 130.0％ 

令和５年度 2.64、達成度 132.0％ 

令和６年度 2.58、達成度 129.0％ 

令和７年度 2.62、達成度 131.0％ 

 

⑥データ・アーカイブの利用促進 

・アーカイブの充実・活用実績 

（新規公開本数） 

令和４年度： 28 本 

令和５年度： 33 本 

令和６年度 ： 22 本 

令和７年度 ： 34 本 
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たことのある者から、

下記基準により 2.0

以上の評価を得る。

〔大変有益：３、有益:

２、あまり有益でな

い：１、有益でない:

０〕（新規指標のため

実績なし） 

６．機構が調査研究を

通じて取得したデー

タ等をデータ・アーカ

イブとして整備し公

開する取組について、

さらなる利用促進を

図る。 

 

 

 

 

 

（参考指標） 

○内外労働事情、各種

統計データ等の収集・

整理・活用実績 

・モニター調査／定

点観測的調査実績 

 

 

 

 

・「主要労働統計指

標」、「最近の統計調査

結果から」の作成件数 

・ホームページ掲載

統計の充実・活用実績 

・アーカイブの充実・

活用実績 

 

 

・各種刊行物等公表

実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考指標） 

○内外労働事情、各種統計データ等の

収集・整理・活用実績 

・モニター調査/定点観測的調査実績 

 

 

 

 

 

 

・「主要労働統計指標」、「最近の統計

調査結果から」の作成件数 

・ホームページ掲載統計の充実・活用

実績 

・アーカイブの充実・活用実績 

 

 

 

 

・各種刊行物等公表実績 

 

（累計公開本数） 

225 本（令和７年度末） 

（利用実績） 

令和４年度：データ利用承認件数 23

件、データ利用承認本数 34 本、利用

者数 26 人、データ・アーカイブ HP

閲覧件数 5,967 件/月 

令和５年度：データ利用承認件数 25

件、データ利用承認本数 32 本、利用

者数 38 人、データ・アーカイブ HP

閲覧件数 7,036 件/月 

令和６年度：データ利用承認件数 31

件、データ利用承認本数 60 本、利用

者数 60 人、データ・アーカイブ HP

閲覧件数 13,244 件/月 

令和７年度：データ利用承認件数 45

件、データ利用承認本数 68 本、利用

者数 77 人、データ・アーカイブ HP

閲覧件数 19,376 件/月 

 

（参考指標）（再掲） 

○内外労働事情、各種統計データ等

の収集・整理・活用実績 

・モニター調査 

企業、業界団体、地域シンクタンク

を対象とするモニターへの調査(年

４回)および労働組合（単組、産業別

労組）を対象とするモニターへの調

査（年２回）を実施 

 

・ホームページ掲載統計の充実・活

用実績 

「主要労働統計指標」、「最近の統計

調査結果から」「早わかりグラフで

みる長期労働統計」等をホームペー

ジで提供した。「主要労働統計指

標」、「最近の統計調査結果から」は

それぞれ各年 12 回とりまとめた。 

 

『データブック国際労働比較』、『ユ

ースフル労働統計』を作成した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらを踏まえ、Ｂと評価する。 

 

＜課題と対応＞ 

・政策課題が複雑化・多様化する

中、引き続き質の高い情報の収集・

整理・分析や、政策ニーズに対応し

た調査や情報収集を体系的・継続

的かつ機動的に実施する必要があ

る。 

・このため、専門人材の確保・育成
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○図書資料の収集・整

理・活用実績 

・来館者、貸出、複写、

レファレンスの件数 

 

 

○図書資料の収集・整理・活用実績 

・来館者、貸出、複写、レファレンス

の件数 

 

 

 

○図書資料の収集・整理・活用実績 

（令和４～７年度累計） 

 来館者数  2,770 名 

 貸出冊数   2,989 冊 

 複写件数  2,995 件 

 レファレンス件数 3,073件 

に努めるとともに、DX の推進によ

り、実施体制の一層の強化を図っ

ていく。 

・さらに、研究基盤として蓄積し

たデータの価値を高めるため、オ

ープンデータ化やデータ利活用の

促進・高度化を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

【目標の設定及び水準の考え方】 
・労使関係者等のニーズに対応した情報収集・整理の実績を測る指標として、国際比較の重要度が増していることを踏まえ、国内外の情報収集成果の提供件数を採用することとする。 
・収集・整理された情報について、国内労働事情、海外労働情報、統計情報に区分し、有識者による有益度評価を指標として採用することとする。 
・オープンデータの推進に向けた取組を測る指標として、データ・アーカイブの利用促進を定性的指標として設定することとする。 
・目標水準について、基本的には、既存の指標は第４期中期目標期間（平成 29年度～令和３年度）の実績を踏まえ、第４期の目標水準以上の水準を設定することとし、新規の指標は第４期の類似実績を踏まえ、適切な水準を設定することとす
る。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―３ 労働政策研究等の成果及び政策提言の普及 

業務に関連する政策・施策 ・労働者が安全で健康に働くことができる職場づくりを推進すること（Ⅲ－２－１）/・被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること（Ⅲ－３－２）/・労

使関係が将来にわたり安定的に推移するよう集団的労使関係のルールの確立及び普及等を図るとともに、集団的労使紛争の迅速かつ適切な解決を図ること（Ⅲ

－４－１）/・男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、女性の活躍推進、仕事と家庭の両立支援等を推進すること（Ⅳ－１－１）/・非正規雇用労働者（短

時間労働者・有期契約労働者・派遣労働者）の雇用の安定及び人材の育成・待遇の改善を図ること（Ⅳ－２－１）/・長時間労働の抑制、年次有給休暇取得促進

等により、ワーク・ライフ・バランスの観点から多様で柔軟な働き方を実現すること（Ⅳ－３－１）/・豊かで安定した勤労者生活の実現を図ること（Ⅳ－３－

２）/・個別労働紛争の解決の促進を図ること（Ⅳ－４－１）/・公共職業安定機関等における需給調整機能の強化及び労働者派遣事業等の適正な運営を確保す

ること（Ⅴ－１－１）/・地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出及び雇用の安定を図ること（Ⅴ－２－１）/・高齢者・障害者・若年者等の雇用の安

定・促進を図ること（Ⅴ－３－１）/・雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための保障等を図ること（Ⅴ－４－１）/・求職者支援

訓練の実施や職業訓練受講給付金の支給等を通じ、雇用保険を受給できない求職者の就職を支援すること（Ⅴ－５－１）/・多様な職業能力開発の機会を確保

し、生産性の向上に向けた人材育成を強化すること（Ⅵ－１－１）/・若年者の雇用を促進すること（基本目標Ⅴ施策目標３－１を参照）（Ⅵ－２－１）/・若年

者等に対して段階に応じた職業キャリア支援を講ずること（Ⅵ－２－２）/・福祉から自立へ向けた職業キャリア形成の支援等をすること（Ⅵ－２－３）/・技

能継承・振興のための施策を推進すること（Ⅵ－３－１） 

当該事業実施

に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人労働政策研究・研修機構法第１２条第４号、第６号 

当該項目の重要度、難易度 
― 

関連する政策

評価・行政事業

レビュー 

 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標 達成目標 
（参考） 

前中期目標期間 
平均値等 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

指標 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

メールマガジンの発行（実績） 週２回発行 週２回 週２回 週２回 週２回 週２回  予算額（千円） 187,953 190,054 198,060 210,419  

同上（達成度）  100％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％  

決算額（千円） 186,056 187,643 197,914 209,372  メールマガジン読者アンケートでの有

意義度評価（実績） 
有意義度の平均

点 2.0以上 
2.33 2.35 2.37 2.38 2.35  

同上（達成度）  116.5％ 117.5％ 118.5％ 119.0％ 117.5％  

経常費用（千円） 199,026 187,459 201,935 203,892  
労働政策フォーラムの開催（実績） 

年 間 ６ 回 開 催

（うち３回以上

はオンライン） 

６回 
６回 

(ｵﾝﾗｲﾝ 6 回) 

６回 

(ｵﾝﾗｲﾝ 5 回) 

６回 

(ｵﾝﾗｲﾝ 4 回) 

６回 

(ｵﾝﾗｲﾝ 5 回) 
 

同上（達成度）  100％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％  

経常利益（千円） △586 5,765 7,162 6,337  
労働政策フォーラムの参加者数（実績） 

オンライン開催

の場合において

平均 430人以上 

― 859人 468人 526人 474人  

同上（達成度）  ― 199.8％ 108.8％ 122.3％ 110.2％  独立行政法人の業務

運営に関して国民の

負担に帰せられる行

政コスト（千円） 

139,930 135,623 148,336 150,515  労働政策フォーラム参加者アンケート

での有意義度（実績） 
有意義度の平均

点 2.2以上 
2.41 2.41 2.48 2.56 2.47  

同上（達成度）  121％(※) 109.5％ 112.7％ 116.4％ 112.3％  従事人員数（人） 6 7 8 8  
注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                              注３）予算額､決算額は支出額を記載｡人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載

（※）前中期目標期間の達成目標は「有意義度の平均 2.0 以上」 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 ３ 労働政策研究等

の成果及び政策提言

の普及 

（１）研究成果及び政

策提言の更なる普及

促進 

 労使実務家を始め

とする国民各層にお

ける政策課題につい

ての関心・理解を深め

ることを目的として、

研究成果の普及につ

いて、ホームページ等

の多様な媒体を有機

的に連携させた情報

発信を積極的に推進

し、機構ホームページ

等については成果普

及の中心手段と位置

付け、調査研究成果、

情報の発信方法を再

検討し、インターネッ

トの更なる活用など

により、広報機能の更

なる強化に努めるこ

と。 

 また、労働政策に関

する政策提言につい

ては、政策的対応が特

に求められる諸課題

について、政策提言・

政策論議の活性化を

図ることを目的とし

て、労働政策研究等の

成果を踏まえ、機構内

外の研究者、政策担当

者、労使関係者等が参

加する労働政策フォ

３ 労働政策研究等の成果及び政策

提言の普及 

 

（１）研究成果及び政策提言の更なる

普及促進 

 機構の事業及び調査研究について、

国民の認知度や理解度を高めるとと

もに、労使関係者など国民の労働政策

に関する政策議論を活性化させるた

め、ホームページ等における研究成果

のビジュアル化など広報機能を更に

強化する。 

 また、調査研究成果、情報の発信方

法を再検討し、インターネットの更な

る活用などにより、成果物を効果的に

普及できるよう取り組む。 

 具体的には、以下のとおり業務を実

施する。 

 

イ メールマガジン 

 労働政策研究等の成果については、

当該成果を速やかに整理して情報発

信するメールマガジンを発行し、労使

実務家を始めとする国民各層に幅広

く提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

 

○機構の事業及び研究成

果について、ホームページ

等の多様な媒体を有機的

に連携させた情報発信に

より労使実務家を始めと

する国民各層における政

策課題への関心・理解を深

めているか。 

○研究成果のビジュアル

化、インターネットの更な

る活用による効果的な普

及に取り組んでいるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

３ 労働政策研究等の成果及び政

策提言の普及 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ メールマガジン 

○ 労働問題に関する広範な情報

について速報的に発信するため、毎

週水曜日と金曜日の週２回発行し

た。 

○ 機構の調査研究成果の他、行

政・労使団体の動向、政策課題に関

連するセミナー等の情報、労働判例

命令など雇用・労働分野の最新ニュ

ースを提供している。 

○ 令和６年 10月に創刊 2000号に

達したことから、記念企画として歴

代理事長５名による特別コラムを

リレー形式（５回）で配信した。 

○ 通常号とは別に、調査研究成果

をテーマ別に紹介する特別号、およ

び機構の定期刊行物や統計・海外関

連の記事を紹介する特別号を各１

回（年２回）発行している。 

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「メールマガジン労働情報」の

広報（労働政策フォーラムの参加

者、企業・行政関係者等）を行うと

ともに、提供情報の充実に努めた

結果、令和７年度末の読者数は

48,189 人と、前期末（令和４年３

月末）の 45,476 人から約 2,700 人

増加した。読者数は４万 8,000 人

を超え、より多くの読者に情報を

発信することができている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

＜その他事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

＜その他事項＞ 

 



41 
 

ーラムを開催するこ

と。 

 さらに、労働政策を

取り巻く現状や機構

における調査研究の

成果を踏まえ、毎年

度、政策の検討課題・

論点を抽出した上で、

政策提言に係るレポ

ートを作成し、厚生労

働省に提示するとと

もに、ホームページで

公表するなど、政策提

言機能の強化に努め

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ ホームページ等 

 

 研究成果の普及について、ホームペ

ージ等の多様な媒体を有機的に連携

させた情報発信を積極的に推進する

とともに、機構ホームページを成果普

及の中心手段と位置付け、広報機能の

強化に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○評価における指標 

・読者アンケートの有意義度（2.0以

上） 

令和４年度 2.35（達成度 117.5％） 

令和５年度 2.37（達成度 118.5％） 

令和６年度 2.38（達成度 119.0％） 

令和７年度 2.35（達成度 117.5％） 

 

 

 

 

 

 

 

ロ ホームページ等 

○ 調査研究成果等について、ホー

ムページに掲載するタイミングに

合わせてメールマガジンで紹介す

るなど、複数の媒体を連携させなが

ら成果の普及を行った。 

 

○ 政策ニーズや社会的関心の高

いテーマごとに情報を体系的に集

約したポータルサイトを設置し、研

究成果、統計情報、解説資料を一体

的に提供した。 

 ・厚労省職業情報提供サイト(job 

tag)関連の JILPT 調査研究成果 

 ・個人パネル調査「仕事と生活、

健康に関する調査」（JILLS-i）の概

要、分析結果 

 ・賃金・賃上げ等に関する調査研

究成果等―JILPT の最近の調査・研

究成果、統計情報等（2017 年度～） 

  

○ 調査結果や研究活動で得られ

た知見のエッセンスを執筆するコ

ーナー「リサーチアイ」の充実を

図り、一般読者向けに提供してい

る。 

 

○ 読者アンケートの有意義度は

すべての年度において数値目標を

達成した。読者からは「労働分野

で起きていることの良質なまと

めとして大変有益」、「客観性の高

い正確な情報を中立的な立場か

らタイムリーに届けてくれる」、

「新聞等には載らない情報も分

かりやすく整理されている」、「深

堀したいときはアクセス先も示

してあるので、ワンストップとし

ての役割としては十分 」等の評

価を得た。 

 

○ ホームページについて、有識

者アンケートでは、「労働、雇用分

野の多くのことが集約されてお

り大いに参考にしている」、「十

分なボリュームの情報が整理さ

れた形で提供されていると感じ

る」、「統計数字の検索に便利で、

グラフも見やすい」等の評価を得

た。 
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ハ 研究専門雑誌 

 研究者、専門家等による質の高い政

策論議、政策提言を促進するため、レ

フリー（審査員）制の研究専門雑誌を

発行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 令和５年度に開設した機構公

式ＳＮＳ（Ｘ：旧ツイッター）にお

いて、引き続き新着情報の発信に

努めている。   

  

○ 各年度の調査研究成果や事業

活動成果などをコンパクトに取り

まとめた「成果の概要」を作成し、

行政関係者・研究者等に配付すると

ともに、ホームページを通じて広く

一般への普及に努めた。 

 

○ 毎年度、調査研究成果をベース

に、特に重要と思われる政策的イン

プリケーションを抽出・整理した

「政策論点レポート」を作成し、厚

生労働省に提出するとともに、ホー

ムページに公表した。 

 

評価における指標（参考指標） 

・記者発表回数 

令和４年度   ４回 

令和５年度   ６回 

令和６年度   ３回 

令和７年度   ５回 

 

・「調査研究活動」に関するホームペ

ージのページビュー数 

令和４年度   1,100 万件 

令和５年度  1,054 万件 

令和６年度  2,048 万件 

令和７年度  2,166 万件 

 

 

 

 

 

ハ 研究専門雑誌 

○ 日本労働研究雑誌を月１回発

行した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 情報提供の充実やページの改

善を図ることなどにより、「調査研

究活動」に関するホームページの

ページビュー数は増加傾向にあ

る。令和７年度末のページビュー

数は前中期目標期間平均値 1,052

万件を大きく上回る 2,166 万件と

なり、より多くの研究者や労使関

係者、政策担当者等に機構のホー

ムページが活用されている。 

 

 

○ 日本労働研究雑誌について

は、読者アンケート・有識者アンケ
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ニ 労働政策フォーラム等 

 政策提言・政策論議の活性化を図る

ため、労働政策研究等の成果を踏ま

え、機構内外の研究者、政策担当者、

労使関係者等が参加する労働政策フ

ォーラムを開催する。開催に当たって

は、その効果をより高めるため積極的

にオンラインを活用する。 

 さらに、労働政策を取り巻く現状や

機構における調査研究の成果を踏ま

え、毎年度、政策の検討課題・論点を

抽出した上で、政策提言に係るレポー

トを作成し、厚生労働省に提示すると

ともに、ホームページで公表するな

ど、政策提言機能の強化に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 特集テーマの設定に当たって

は、読者アンケート・有識者アンケ

ートでの要望はもとより、我が国が

直面する重要な政策課題に対応し

たテーマを選定するとともに、重要

な政策動向のタイミングに合わせ

て第一線の研究者による最新の研

究成果を提供した。 

 

評価における指標（参考指標） 

・有識者アンケートによる有意義度 

令和４年度  2.56 

令和５年度  2.61 

令和６年度  2.63 

令和７年度  2.59 

 

ニ 労働政策フォーラム等 

 政策的に重要なテーマについて

の現状や課題についてエビデンス

に基づく多角的な視点から議論を

行うため、次のとおり労働政策フォ

ーラムを開催した。 

 

○ 令和２年度以降、原則オンライ

ン開催としている。 

 

評価における指標 

・中期目標期間中の開催件数 24 回 

令和４年度：６回 

・転職と中途採用 

・キャリアコンサルティング 

・高齢者の雇用・就業 

・日本の人事制度・賃金制度「改革」 

・女性の就業 

・労働と健康 

令和５年度：６回 

・社会貢献活動と生涯キャリア 

・外国ルーツ世帯の子育てと労働 

・仕事と介護の両立 

・ガイダンスツールを活用した就職

ートにより、「最新の学術的水準の

高い論文が掲載されている」、「時

宜を得ている企画が組まれてい

る」等の評価を得ている。 

 

○ 「賃金」や「DX が職場や仕事

にもたらすもの」「人口減少社会に

おける労働・社会保障問題」等、重

要な政策課題についての特集を組

むことで、政策論議に貢献した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ４年間で 24 回開催し、中期目

標期間中に 26 回以上開催という

指標は十分達成できる見込みであ

る。 

○ 最新の調査研究成果を活用し

つつ、喫緊の政策課題等に関する

テーマを取り上げ、現場の取組事

例等を交えながら現状と課題につ

いて議論を深められるようなプロ

グラムの工夫をした結果、参加者

アンケートの有意義度は、すべて

の年度において数値目標を達成し

た。 

○ 法律や指針改正等のタイミン

グをとらえた行政担当者による解

説、企業の先進事例、NPO やキャリ

アコンサルティングによる就労支

援の取組み、外部研究者の知見な

ど、異なる立場のパネリストから

多様な視点を取り入れたプログラ

ムづくりに努めた。 

○ 大学改革支援・学位授与機構、

労働安全衛生総合研究所、日本社
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（２）その他の事業（附帯する業務） 

 労働政策に関する調査研究等の事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○広く労使実務家等を対

象とした教育講座事業を

相談とキャリア支援 

・時間帯に着目したＷＬＢ 

・キャリア形成に寄与する学び直

し・リカレント教育 

令和６年度：６回 

・シニアとフリーランスの新たな働

き方の選択肢 

・ICT と労働時間政策：つながらな

い権利 

・新版 OHBY カード 

・シニアの労働移動 

・仕事と育児の両立支援 

・労働市場と人材育成の日独比較 

令和７年度：６回 

・多様化する若者の初期キャリア 

・健康格差社会とウェルビーイング 

・デジタル技術と人材育成 

・日本と東南アジアの労協 

・ＡＩと職場形成 

・改正女性活躍推進法 

 

・参加者アンケートの有意義度（2.0

以上） 

令和４年度 2.41（達成度 109.5％） 

令和５年度 2.48（達成度 112.7％） 

令和６年度 2.56（達成度 116.4％） 

令和７年度 2.47（達成度 112.3％） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）その他の事業（附帯する事業） 

○ 労働政策に関する調査研究等

会関係学会など、外部組織との連

携や協力を得て、従来の労働分野

では多く扱われてこなかった健康

や教育に関するテーマを取り上

げ、近年の社会経済情勢や就労意

識の変化に対応した内容を企画、

開催した。 

○  更に、経済開発協力機構

（OECD）担当官やドイツの有識者

を講師に招き、日本との国際比較

を含めた、多角的な視点から政策

課題に関する議論を行い、国際的

なネットワークの構築にも貢献し

た。 

○ オンライン開催については、

「地方からでも視聴できて有難

い」、「業務の合間に見られる」、「２

部構成は時間の都合がつきやす

い」、「移動と時間の制約がない」

等、概ね好評である一方、「たまに

は臨場感のある会場で聞きた

い」、「参加者とも交流できる会場

開催にも期待」といった声もあっ

た。 

 また、許諾を得られた場合は後

日の見逃し配信を実施しており、

当日視聴できなかった人を含め、

より多くの人々に参加視聴の機会

を提供することができている。 

○ 公表した調査結果等について

は、新聞・労働関係の専門誌等に紹

介された。マスメディア等からの

取材についても積極的に対応する

ことで、新聞、テレビ、雑誌等の各

種媒体において機構の調査研究等

の成果が広く発信されるように努

め、所期の目標である積極的な情

報発信を達成した。 

 

○ 東京労働大学講座について、

広く労使実務家等に案内し、受講

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評価における指

標  

成果及び政策提言の

普及に関する評価に

ついては、以下の指標

を設定する。  

１．労働政策研究等の

成果について、メール

マガジンを週２回発

行すること。（メール 

マガジン：第４期実

業成果の蓄積を基礎にして、広く労使

実務家等を対象とした教育講座事業

を適正な対価を得て実施する。 

 実施に当たっては、その効果をより

高めるため積極的にオンラインを活

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）評価における指標 

 成果の普及・政策提言に関する評価

については、以下の指標を設定する。 

 

 

 

① 労働政策研究等の成果について、

メールマガジンを週２回発行する。 

 

 

 

適正な対価を得て実施し

ているか。また、実施に当

たって積極的にオンライ

ンを活用しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

○各数値目標について、所

期の目標を達成している

か。 

 

の事業成果の蓄積を基礎にして、労

働問題に対する理解を培うことを

目的として広く労使実務家等を対

象とした東京労働大学講座（総合講

座・専門講座）を実施した。 

○ 総合講座については引き続き、

Zoom ウェビナーでオンライン・ライ

ブ配信を行っている。講義中の質問

投稿の受付や字幕（自動生成）の表

示、また、許諾を得られた一部課目

については期間限定の録画配信を

行うなど、受講者のニーズに対応し

たサービス向上を図っている。 

 

○ 専門講座については令和４～

６年度は会場とオンライン配信の

併用で開催したが、グループワーク

や質疑の活性化を図るため、令和７

年度から会場開催に戻した。 

 

○評価における指標（参考指標） 

令和４年度  

総合講座 2.51、専門講座 2.61 

令和５年度  

総合講座 2.40、専門講座 2.50 

令和６年度  

総合講座 2.46、専門講座 2.55 

令和７年度  

総合講座 2.49、専門講座 2.74 

 

（３）評価における指標（再掲） 

 

 

 

 

 

①メールマガジン 

毎週水曜日と金曜日の週２回発行

した。 

 

 

料収入を通じて自己収入の確保に

貢献した。 

○ 受講生からは、「毎回異なる講

師による講義でテーマも多岐にわ

たっていたため、人事・労務に関す

る多角的な視野を学べた」（総合講

座）、「実務に直結する内容が多く、

最新の法改正や判例の解説を通じ

て理論と実務の橋渡しができた」

（総合講座）、「対面形式のグルー

プディスカッションは有意義」（専

門講座）、「著名な先生方から最新

の裁判例や新しい論点に関する講

義を直接聞くことができ非常に勉

強になった」等の評価が寄せられ

た。（専門講座） 
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績：週２回）  

２．メールマガジン読

者への有意義度評価

で、下記基準により

2.0 以上の評価を得

る。 

〔大変有意義：３、有

意義:２、あまり有意

義でない：１、有意義

でない:０〕（第４ 

期実績平均：2.33）  

 

３．労働政策フォーラ

ムを中期目標期間中

において 26 回以上

（うち各年度３回以

上はオ 

ンラインによる。）開

催する。（第４期実績：

27 回）  

４．労働政策フォーラ

ムについて、オンライ

ン開催の場合におい

て平均 430 人以上の

参 

加者を確保するとと

もに、参加者への有意

義度評価で、下記基準

により 2.2 以上の評 

価を得る。〔大変有意

義：３、有意義:２、あ

まり有意義でない：

１、有意義でない: 

０〕（第４期実績平均：

2.41） 

 

（参考指標）  

○メールマガジン読

者数  

○記者発表回数  

○政策論議への貢献

 

② メールマガジン読者への有意義

度評価で、下記基準により 2.0 以上の

評価を得る。〔大変有意義：３、有意

義:２、あまり有意義でない:１、有意

義でない：０〕 

 

 

 

 

 

 

③ 労働政策フォーラムを中期目標

期間中において 26 回以上（うち各年

度３回以上はオンラインによる。）開

催する。 

 

 

 

 

④ 労働政策フォーラムについて、オ

ンライン開催の場合において平均430

人以上の参加者を確保するとともに、

参加者への有意義度評価で、下記基準

により 2.2 以上の評価を得る。〔大変

有意義：３、有意義:２、あまり有意

義でない:１、有意義でない：０〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考指標） 

○メールマガジン読者数 

○記者発表回数 

○政策論議への貢献実績 

・マスメディア（新聞、雑誌、テレビ、

 

②メールマガジン有意義度（2.0 以

上） 

令和４年度 2.33（達成度 117.5％） 

令和５年度 2.37（達成度 118.5％） 

令和６年度 2.38（達成度 119.0％） 

令和７年度 2.35（達成度 117.5％） 

 

 

 

 

 

③労働政策フォーラム（中期目標期

間中 26 回以上開催） 

令和４年度  ６回 

令和５年度  ６回 

令和６年度  ６回 

令和７年度  ６回 

 

 

④労働政策フォーラム有意義度（2.2

以上） 

令和４年度 2.41（達成度 109.5％） 

令和５年度 2.48（達成度 112.7％） 

令和６年度 2.56（達成度 116.4％） 

令和７年度 2.47（達成度 112.3％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考指標） 

○メールマガジン読者数 

令和４年度  47,013 人 

令和５年度  47,952 人 

令和６年度  48,217 人 
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実績  

・マスメディア（新

聞、雑誌、テレビ、ラ

ジオ等）、政党・国会議

員等に対する情報 

提供・引用、問い合わ

せ対応件数  

○「調査研究活動」に

関するホームページ

のページビュー数  

○研究専門雑誌の有

益度  

○東京労働大学講座

受講者有意義度 

ラジオ等）、政党・国会議員等に対す

る情報提供・引用、問い合わせ対応件

数 

○「調査研究活動」に関するホームペ

ージのページビュー数 

○研究専門雑誌の有益度 

○東京労働大学講座受講者有意義度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度  48,189 人 

 

○記者発表回数 

令和４年度  ４回 

令和５年度  ６回 

令和６年度  ３回 

令和７年度  ５回 

 

○政策論議への貢献実績 

・マスメディア（新聞、雑誌、テレ

ビ、ラジオ等）への掲載・引用件数    

令和４年度  229 件 

令和５年度  231 件 

令和６年度  230 件 

令和７年度  224 件 

 

○「調査研究活動」に関するホーム

ページのページビュー数 

令和４年度   1,100 万件 

令和５年度  1,054 万件 

令和６年度  2,048 万件 

令和７年度  2,166 万件 

 

○研究雑誌の有意義度 

令和４年度  2.56 

令和５年度  2.61 

令和６年度  2.63 

令和７年度  2.59 

 

○東京労働大学講座受講者有益度 

令和４年度  

総合講座 2.51、専門講座 2.61 

令和５年度  

総合講座 2.40、専門講座 2.50 

令和６年度  

総合講座 2.46、専門講座 2.55 

令和７年度  

総合講座 2.49、専門講座 2.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらを踏まえ、Ｂと評価する。 

 

 ＜課題と対応＞  

・機構の研究成果の社会的・政策

的インパクトを一層高めるため、

研究成果の発信力強化及び国内外

におけるプレゼンスの向上が重要

な課題となっている。 

・このため、多様な媒体を活用し

た戦略的な情報発信を更に推進す

るとともに、ホームページについ

ては DX の取組と連動した機能改

善や利用者視点での情報設計を進

め、効果的かつ利用者ニーズに即

した情報提供の高度化を図ってい

く。 
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４．その他参考情報 

【目標の設定及び水準の考え方】 
・成果の普及については、効率的かつ効果的な手段を用いて定期的に実施することが有効である。また、各媒体の有効性について客観的な視点から評価を得ることは、研究ニーズの把握にも重要であるため、メールマガジンの発行回数及び有
意義度評価を指標として設定することとする。 
・労働政策フォーラムについては、政策議論の場の提供を目的としているものであり、事業内容の重要性を考慮し、効率的かつ効果的な頻度で実施する必要があるため、実施回数及び有意義度評価を評価の指標に採用することとする。 
・目標水準について、基本的には、既存の指標は第４期中期目標期間（平成 29年度～令和３年度）の実績を踏まえ、第４期の目標水準以上の水準を設定することとし、新規の指標は第４期の類似実績を踏まえ、適切な水準を設定することとす
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―４ 労働行政担当職員その他の関係者に対する研修 

業務に関連する政策・施策 ・労働者が安全で健康に働くことができる職場づくりを推進すること（Ⅲ－２－１）/・被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること（Ⅲ－３－２）

/・労使関係が将来にわたり安定的に推移するよう集団的労使関係のルールの確立及び普及等を図るとともに、集団的労使紛争の迅速かつ適切な解決を

図ること（Ⅲ－４－１）/・男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、女性の活躍推進、仕事と家庭の両立支援等を推進すること（Ⅳ－１－１）/・非

正規雇用労働者（短時間労働者・有期契約労働者・派遣労働者）の雇用の安定及び人材の育成・待遇の改善を図ること（Ⅳ－２－１）/・長時間労働の抑

制、年次有給休暇取得促進等により、ワーク・ライフ・バランスの観点から多様で柔軟な働き方を実現すること（Ⅳ－３－１）/・豊かで安定した勤労者

生活の実現を図ること（Ⅳ－３－２）/・個別労働紛争の解決の促進を図ること（Ⅳ－４－１）/・公共職業安定機関等における需給調整機能の強化及び

労働者派遣事業等の適正な運営を確保すること（Ⅴ－１－１）/・地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出及び雇用の安定を図ること（Ⅴ－２－

１）/・高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること（Ⅴ－３－１）/・雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするた

めの保障等を図ること（Ⅴ－４－１）/・求職者支援訓練の実施や職業訓練受講給付金の支給等を通じ、雇用保険を受給できない求職者の就職を支援する

こと（Ⅴ－５－１）/・多様な職業能力開発の機会を確保し、生産性の向上に向けた人材育成を強化すること（Ⅵ－１－１）/・若年者の雇用を促進する

こと（基本目標Ⅴ施策目標３－１を参照）（Ⅵ－２－１）/・若年者等に対して段階に応じた職業キャリア支援を講ずること（Ⅵ－２－２）/・福祉から自

立へ向けた職業キャリア形成の支援等をすること（Ⅵ－２－３）/・技能継承・振興のための施策を推進すること（Ⅵ－３－１） 

当該事業実施に係

る根拠（個別法条

文など） 

独立行政法人労働政策研究・研修機構法第１２条第５号 

当該項目の重要度、難易度 
― 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 
  

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 
  ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標 達成目標 
（参考） 

前中期目標期間 

平均値等 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 
指標 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

研修生に対する事後調査（修了後半

年から１年程度）（実績） 
毎年度平均

で 90％以上 
96.7％ 96.1％ 96.3％ 96.9％  

97.0％ 
(4～9月 
実施分) 

  予算額（千円） 405,727 408,476 433,949 468,669    

同上（達成度）   110％(※1) 106.8％ 107.0％ 107.7％ 107.8％   決算額（千円） 405,891 403,463 432,800 461,097    

当該研修生の上司に対する事後調査

（修了後半年から１年程度）（実績） 
毎年度平均

で 90％以上 
98.6％ 98.4％ 98.1％ 98.3％  

98.4％ 
(4～9月 
実施分) 

  経常費用（千円） 443,853 440,433 404,081 429,039    

同上（達成度）   125％(※2) 109.3％ 109.0％ 109.2％ 109.3％   
経常利益（千円） △137 5,171 859 7,176    労働行政オンライン公開講座の開

発・改善（実績） 
毎年度 3 件

以上 
― ４件 10件 ４件 ３件   

同上（達成度）   ― 133.3％ 333.3％ 133.3％ 100.0％   独立行政法人の業務運営に関

して国民の負担に帰せられる

行政コスト（千円） 
603,568 600,453 568,865 601,063    労働行政オンライン公開講座等の研

究員の参画による受講者調査（実績） 
有意義度

80％以上 
― 96.6％ 97.8％ 98.7％ 98.5％   

同上（達成度）   ― 120.8％ 122.3％ 123.4％ 123.1％   従事人員数（人） 17 18 16 17    
注２）複数の項目をまとめて作成する場合には、適宜行を追加し、項目ごとに主要な経年データを記載                             注３）予算額､決算額は支出額を記載｡人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
（※1,2）前中期目標期間の達成目標は「毎年度平均で 80％以上」 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
  

中期目標 中期計画 主な評価指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 
  

４ 労働行政担当職

員その他の関係者に

対する研修 
（１）研修ニーズへの

的確な対応及び研修

の効果的実施 
労働大学校で実施す

る研修コースについ

ては、労働行政に従事

する職員等に対し、機

構が実施する労働政

策の研究成果を活用

し、労働行政を取り巻

く現状や課題、労働政

策の動向、窓口対応手

法等、業務に従事する

に当たり必要な知識

等を修得させること

を主な目的として実

施するものであるこ

とから、引き続き新た

な行政ニーズに迅速・

的確に対応した研修

コース・科目の設定や

その円滑な運営を図

るとともに、事例研究

や演習、経験交流等、

現場力の強化に資す

る真に必要な研修を、

厚生労働省研修担当

部局との緊密な連携・

協働の下、効果的に実

施することにより、研

修を受講する職員等

が、現場においてそれ

らの知識や技能を最

４ 労働行政担当職員その他の関係

者に対する研修 
  
（１）研修ニーズへの的確な対応及

び研修の効果的な実施 
 労働大学校で実施する研修コー

スについては、引き続き新たな行政

ニーズに迅速・的確に対応した研修

コース・科目の設定やその円滑な運

営を図るとともに、事例研究や演

習、経験交流等、現場力の強化に資

する真に必要な研修を、厚生労働省

研修担当部局との密接な連携・協働

の下、効果的に実施することによ

り、研修を受講する職員等が、現場

においてそれらの知識や技能を最

大限活用して業務を遂行し、円滑な

労働行政が推進されることに貢献

する。 
 また、研修の事前・事後の各段階

で外部の有識者からの意見を得て、

研修の質の向上を図る。 
 さらに、研修実施にあたっては、

労働行政機関の研修に対する要望

の把握、分析によって、労働行政職

員の専門能力の向上、全国斉一的な

行政運営の確保に資する研修の実

施を図るとともに、オンラインの研

修と集合研修の双方のメリットを

最大限活用した研修方式により研

修が効果的に実施できるよう研修

環境の整備を図る。 
  
  
  
  

＜評価の視点＞ 
  
  
○行政のニーズに迅速・

的確に対応したコース・

科目を設定するととも

に、厚生労働省研修担当

部局との緊密な連携・協

力の下、現場力の強化に

資する研修を効果的に実

施しているか。 
○オンラインの研修と集

合研修の双方のメリット

を最大限活用した研修方

式により研修が効果的に

実施できるよう研修環境

の整備を図っているか。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

＜主要な業務実績＞ 
４ 労働行政担当職員その他の関

係者に対する研修 
○ 労働大学校においては、全国斉

一の行政機関として必要な水準の

維持・向上、実務に即した演習等に

よる実践的な能力の強化等に資す

る研修の実施に取り組むとともに、

新たな行政ニーズに迅速・的確に対

応したコース・科目の設定を行っ

た。特に、令和６年度からは、これ

までの経験を踏まえて整理した「オ

ンラインと集合の判断基準」に基づ

き、オンラインと集合の双方のメリ

ットを最大限活用した効果的な研

修を実施できるよう、研修環境の整

備を図った。 
  
○研修の実施結果 
（令和４～７年度） 
・令和４年度 76 コース、5,196 人

（研修実施計画に基づき全コース

実施） 
・令和５年度 92 コース、7,410 人

（研修実施計画に基づき全コース

実施） 
・令和６年度 90 コース、7,533 人 
（研修実施計画に基づき全コース

実施） 
・令和７年度 93 コース、7,122 人

（研修実施計画に基づき全コース

実施） 
  
○新たな行政ニーズに対応したコ

ース・科目の設定等 
（令和４年度） 

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
  
○ 研修生の意見分析及び厚生

労働省との協議を実施し、新た

な施策等に対応したコースの新

設等研修内容の充実を図った。

また、令和６年度からは、これま

での経験を踏まえて整理した

「オンラインと集合の判断基

準」に基づき、オンラインと集合

の双方のメリットを最大限活用

した効果的な研修を実施できる

よう、研修環境の構築を図り、研

修の受講者数、質の維持に努め

た。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

評定  評定   
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
 
 
＜その他事項＞ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 

 

 

＜その他事項＞ 
  



51 
 

大限活用して業務を

遂行し、円滑な労働行

政が推進されること

に貢献すること。 
また、研修の事前・事

後の各段階で外部の

有識者からの意見を

得て、研修の質の向上

を図ること。 
さらに、研修実施にあ

たっては、労働行政機

関の研修に対する要

望の把握、分析によっ

て、労働行政職員の専

門能力の向上、全国斉

一的な行政運営の確

保に資する研修の実

施を図るとともに、非

対面（オンライン）の

研修と集合研修の双

方のメリットを最大

限活用した方式によ

って、研修が効果的に

実施できるよう研修

環境の整備を図るこ

と。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

・将来の雇用環境・均等行政の中核

を担う人材の育成が喫緊の課題と

なっていることに対応するため

に、「雇用環境・均等行政基礎研修」

を新設 
・主に監督署専門官を対象とする

「安全衛生専門研修」を、「安全業務

専門」と「衛生業務専門」に分割 
（令和５年度） 
・令和３年度採用の労働基準監督官

に監督官フォローアップ研修を実

施 
（令和６年度） 
・新しい資本主義実現会議の「三位

一体の労働市場改革の指針」におい

て、ハローワークにおけるコンサル

ティング機能の強化が打ち出され

たことを受け、コンサルティング機

能を強化するため、職業指導Ⅰ専門

研修及び職業指導Ⅱ専門研修を拡

充する（研修定員（実施回数）の増

加）とともに、国家資格キャリアコ

ンサルタントレベルの職員の養成

を目指し、講義の充実（日数増）を

図る計画とした 
・「企業指導業務（雇用均等関係）専

門研修」及び「企業指導業務（働き

方改革関係）専門研修」について、 
習熟度に応じ「雇用環境・均等関係

企業指導業務専門（初級コース）研

修」（主に１年目の研修生を対象に、

オンライン方式で、法令等のインプ

ットに特化）及び「雇用環境・均等

関係企業指導業務専門（上級コー

ス）研修」（主に２年目以降の研修生

を対象に、集合方式で、事例研究等

に特化）に再構成 
（令和７年度） 
 ・労働基準監督官専門研修につい

て、対象者が研修機会を逸すること

がないよう、開催回数を１回から３
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（２）研究と研修の連

携によるシナジー効

果の発揮 
研究を通じて得られ

た成果を活用した効

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  （２）研究と研修の連携によるシ

ナジー効果の発揮 
 研究と研修の連携によるシナジ

ー効果を発揮させることにより、相

互の質の向上を図ることを目的と

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
○労働行政職員に対する

公開講座の実施や研究員

の研修への参画、職業相

談技法の研究、就職支援

ツールの研究開発など、

回へと増加させるとともに、新た

に、複雑困難で特殊な事案に対する

司法処理を適切に行うための専門

的知識及び技術を修得させるた

め、「司法処理専科」を新設 
  
○研修生に対する事後調査（修了後

半年から１年程度）において「業務

に生かせている」との回答 
・令和４年度 96.1％ 

 達成度 106.8％ 
・令和５年度 96.3％ 

 達成度 107.0％ 
・令和６年度   96.9％ 

 達成度 107.7% 
・令和７年度 97.0％ 

 達成度 107.8％ 

（４月～９月実施の 50 研修平均） 
※令和４年度～令和６年度平均：

96.4%（達成度 107.1％） 
  
○所属長に対する事後調査（修了後

半年から１年程度）において「役に

立っている」との回答 
・令和４年度 98.4％ 

 達成度 109.3％ 
・令和５年度 98.1％ 

 達成度 109.0％ 
・令和６年度 98.3％ 

 達成度 109.2% 
・令和７年度 98.4％ 

 達成度 109.3％ 

（４月～９月実施の 50 研修平均）） 
※令和４年度～令和６年度平均：

98.3%（達成度 109.2％） 
  
○労働行政職員オンライン公開講

座の実施 
・令和４年度 再生数 13,276 回、

アンケート回答数 4,830 件 
・令和５年度 再生数 9,107 回、ア

  
  
  
  
  
  
○ 研修生に対する事後調査に

ついて、すべての年度において

「業務に生かせている」との回

答が年度計画の 90％を上回っ

た。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
○ 所属長に対する事後調査に

ついて、すべての年度において

「役に立っている」との回答が

年度計画の 90％を上回った。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ○ 労働行政職員に対する公

開講座の実施等、研究員の研修

への積極的な参画に取り組み、

研究と研修の連携によるシナジ

ー効果を発揮させることによ
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果的な研修の実施や、

研修生との交流等を

通じたより実態に即

した研究への貢献な

どを通して、研究と研

修の連携によるシナ

ジー効果を発揮させ

ることにより、相互の

質の向上を図ること

を目的として、労働行

政職員に対する公開

講座の実施等、研究員

の研修への積極的な

参画に引き続き取り

組むとともに、第一線

の業務に密接に関連

する職業相談技法の

研究、就職支援ツール

の研究開発など研究・

研修双方の内容の充

実を図ること。 
  
  
  
  
  
 
（３）評価における指

標 
研修に関する評価に

ついては、以下の指標

を設定する。 
１．研修生に対する事

後調査（修了後半年か

ら１年程度）により、

毎年度平均で 90％以

上の者から、業務に生

かせているとの評価

を得ること。（第４期

実績平均：97.1％） 
  

して、労働行政職員に対する公開講

座の実施等、研究員の研修への積極

的な参画に引き続き取り組むとと

もに、第一線の業務に密接に関連す

る職業相談技法の研究、就職支援ツ

ールの研究開発など研究・研修双方

の内容の充実を図る。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 （３）評価における指標 
  研修に関する評価については、

以下の指標の達成を目指す。 
 

 

① 研修生に対する事後調査（修了

後半年から１年程度）により、毎年

度平均で 90％以上の者から、「業務

に生かせている」との評価を得る。 
  
  
  
  
  

研究・研修双方の内容の

充実を図っているか。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ＜主な定量的指標＞ 
○各数値目標について、

所期の目標を達成してい

るか。 
  

ンケート回答数 2,362 件 
・令和６年度 再生数 3,482 回、ア

ンケート回答数 1,276 件 
・令和７年度  再生数 5,541 回、

アンケート回答数 1,273 件 
※令和５年度から研究員以外（厚生

労働省等）が作成した動画について

も掲載 
・令和５年度 計 75 件、再生数

8,826 回 
・令和６年度 計 98 件、再生数

5,419 回 
・令和７年度  計 112 件、再生数 

11,474 回 
  
○研究員の研修への参画 
・令和４年度 延べ 94 人 
・令和５年度 延べ 117 人 
・令和６年度 延べ 119 人 
・令和７年度  延べ 109 人 
  
◯労働行政フリートークの実施 
・令和４年度 ３研修において実施 
・令和５年度 ３研修において実施 
・令和６年度 ３研修において実施 
・令和７年度 ４研修において実施 
  
（３）評価における指標（再掲） 
○研修生に対する事後調査におけ

る「業務に生かせている」との回答 
・令和４年度  96.1％（達成度

106.8％） 
・令和５年度  96.3％（達成度

107.0％） 
・令和６年度  96.9％（達成度

107.7%） 
・令和７年度  97.0％（達成度

107.8％（４月～９月実施の 50 研修

平均）） 
  
○ 所属長に対する事後調査にお

り、研究・研修双方の内容の充実

を図り、相互の質の向上を図っ

た。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
○ 研修生に対する事後調査に

ついて、すべての年度において

「業務に生かせている」との回

答が年度計画の 90％を上回っ

た。（再掲） 
  
  
  
  
  
  
  
 ○ 所属長に対する事後調査
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 ２．当該研修生の上

司に対する事後調査

（修了後半年から１

年程度）により、毎年

度平均で 90％以上の

者から役に立ってい

るとの評価を得るこ

と。（第４期実績平均：

98.8％） 
  
３．労働行政職員オン

ライン公開講座の開

発・改善を毎年度３件

以上得ること。（新規

指標のため実績なし） 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ② 当該研修生の上司に対する事

後調査（修了後半年から１年程度）

により、毎年度平均で 90％以上の者

から、「役に立っている」との評価を

得る。 
  
  
  
  
  
 ③ 労働行政職員オンライン公開

講座の開発・改善を毎年度３件以上

得る。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ける「役に立っている」との回答 
・令和４年度  98.4％（達成度

109.3％） 
・令和５年度  98.1％（達成度

109.0％） 
・令和６年度  98.3％（達成度

109.2%） 
・令和７年度  98.4％（達成度

109.3％（４月～９月実施の 50 研修

平均）） 
  
○労働行政職員オンライン公開講

座の開発・改善  
令和４年度 実績：４件、達成度

133.3％ 
（開発） 
・パワーハラスメントに関連する

主な裁判例の動向 
・派遣労働の賃金とキャリア形成

支援を考える 
・『柔軟な働き方』と労災保険制度 
（改善） 
・コロナ禍における企業の経営・

雇用環境と採用動向 
  
令和５年度 実績：10 件、達成

度 333.3％ 
（開発） 
・ナッジを活用した職業紹介関係

業務の改善 
・職業適性テスト（G テスト）概

要と留意点 ～ショート編～ 
・70 歳就業時代における高齢者

雇用─雇用体制と高齢者の就

業に関する分析に基づく問題

提起─ 
・働き方が変化する中での健康確

保の課題 
・生涯キャリアと社会貢献活動─

パラレルキャリアの可能性─ 
・労働基準法の概要（前半）（総則

について、すべての年度におい

て「役に立っている」との回答が

年度計画の 90％を上回った。（再

掲） 
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４．労働行政職員オン

ライン公開講座等の

研究員の参画による

研修の受講者を対象

としたアンケート調

査において、80％以上

の者から有意義との

評価を得ること。（新

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
④ 労働行政職員オンライン公開

講座等の研究員の参画による研修

の受講者を対象としたアンケート

調査において、80％以上の者から有

意義との評価を得る。 
  

～賃金） 
・労働基準法の概要（後半）（労働

時間～就業規則） 
・労働契約法の概要（前半）（総則

～就業規則の変更） 
・労働契約法の概要（後半）（出向

～雇止め法理） 
・労働者派遣制度の概要 
  
令和６年度 実績：４件、達成度

133.3％ 
（開発） 
・「二極化」以後の非正規雇用・労

働（１）（２） 
・AI と共に働くための学び直し

とは？ 
・生活時間と健康の確保に関わる

働き方 
・育児・介護休業法と両立支援ニ

ーズ～多様な介護問題に対応

可能な制度に向けて～ 
  
令和７年度 実績：３件、達成度

100.0％ 
（開発） 
・女性の能力発揮とワーク・ライ

フ・バランス施策 ―女性活躍

推進のゴールとは？ 
・人手不足下の外国人労働者の受

け入れ状況 
・時間外労働の上限規制への対応

－運輸業・郵便業の事例 
  
○労働行政職員オンライン公開講

座等の研究員参画の受講者アン

ケート 
令和４年度 有意義度  平均 

96.6％、達成度 120.8％ 
・労働行政職員オンライン公開講  

  座 94.0％（23 講座平均、回答

者 4,830 人） 
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規指標のため実績な

し） 
  
  
  
  
  
  

・研修への参画科目 
98.6％（94 科目平均） 

・労働行政 フリートーク 
労働基準監督署長研修 90.4％ 
企業指導業務（雇用均等関係）専

門研修 95.7％ 
第３回職業指導Ⅰ専門オンライ

ン・集合併用型研修 100.0％ 
  
令和５年度 有意義度 下記平

均 97.8％、達成度 122.3％ 
・労働行政職員オンライン公開講 
 座 96.4％（33 講座平均、回答

者 2,362 人） 
・研修への参画科目 
98.3％（117 科目平均） 
・労働行政フリートーク 
企業指導業務（雇用均等関係）専

門研修 96.4％ 
職業指導Ⅳ専門研修 66.7％ 
第１回労働基準監督官上級研修 

75.0％ 
  
令和６年度 有意義度 下記平均

98.7％、達成度 123.4％ 
・労働行政職員オンライン公開講 

座 96.6％（48 講座平均、回答

者 1,276 人） 
・研修への参画科目 
99.0％（117 科目平均） 

・労働行政フリートーク 
雇用環境・均等関係企業指導業

務専門研修（初級コース） 

86.4％ 
第５回職業指導Ⅱ専門オンラ

イン・集合併用型研修 92.0％ 
第１回労災保険給付専門研修 

100.0％ 
  
令和７年度 有意義度 下記平

均 98.5％、達成度 123.1％ 
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・労働行政職員オンライン公開講

座 96.7％（51 講座平均、回答

者 1,273 人） 
・研修への参画科目 98.8％（108

科目平均） 
・労働行政フリートーク 

第１回労災保険給付専門研修 

83.3％ 
   第２回労災保険給付専門研修 

100.0％ 
雇用環境・均等関係企業指導業

務専門研修（上級コース） 

94.1％ 
  第６回職業指導Ⅱ専門オンラ

イン・集合併用型研修 95.5％ 
  
  
  
  

  以上を踏まえ、Ｂと評価する。 
  
＜課題と対応＞ 
・行政ニーズや政策課題が変化

する中、引き続き質の高い研修

を提供していく必要がある。 

・このため、厚生労働省との緊密

な連携のもと、受講者アンケー

ト等を活用した継続的な改善を

行い、送り出し側が求める人材

像に対応した研修内容のさらな

る充実を図っていく。 

・また、研修施設の老朽化への対

応が重要な課題となっているこ

とから、研修効果の維持・向上や

中長期的なコストも踏まえつ

つ、厚生労働省と連携して施設

のあり方について検討を進めて

いく。 

  

４．その他参考情報 
【目標の設定及び水準の考え方】 

・研修ニーズへの的確な対応、研修生のその後の実務における研修効果の発現の程度を測るアウトカム指標として、研修を受けた当事者及びその上司の有意義度評価を採用することとする。 

・研究と研修の連携を重視する観点から、労働行政職員に対する公開講座等の研修を受けた者の有意義度評価を指標として採用することとする。 

・目標水準について、基本的には、既存の指標は第４期中期目標期間（平成 29年度～令和３年度）の実績を踏まえ、第４期の目標水準以上の水準を設定することとし、新規の指標は第４期の類似実績を踏まえ、適切な水準を設定するこ

ととする。 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―１ 業務運営の効率化に関する事項 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

（政策評価表若しくは事前分析表又は行政事業レビューのレビューシートの番号を

記載） 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

２．主要な経年データ 
 

評価対象となる指標 達成目標 

（参考） 

前中期目標期間 

最終年度値等 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

一般管理費（千円） 

（実績） 
中期目標期間最終年度 37,877 36,740 35,638 34,569 33,532   

上記削減率（％） 

（実績） 

中期目標期間最終年度において 
令和３年度と比べて 15％以上の 
削減 

― 3.0％ 5.9％ 8.7％ 11.5％   

業務経費（千円） 

（実績） 
中期目標期間最終年度 682,233 540,837 540,527 540,220 539,916   

上記削減率（％） 

（実績） 

中期目標期間最終年度において 
令和３年度と比べて５％以上の 
削減 

― 20.7％ 20.8％ 20.8％ 20.9％   

一者応札の 

件数の割合 

一者応札の件数の割合を第４期中

期目標期間の実績平均以下にする 
5.2件 ３件 ２件 ３件 ２件   

注）削減対象となる一般管理費及び業務経費（予算額）を記載。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 １ 内部統制の適切

な実施 

内部統制に ついて

は、「独立行政法人の

業務の適正を確保す

るための体制等の整

備」（平成 26 年 11 月

28 日付け総務省行政

管理局長通知）を踏ま

え、内部統制の推進等

に関する規程等関係

規程類を適時適切に

見直し、整備するとと

もに、各種会議や研修

等を通じて、役職員で

認識を共有すること。

また、内部統制の仕組

みが有効に機能して

いるかの点検・検証を

行い、これら点検・検

証を踏まえ、当該仕組

みが有効に機能する

よう見直しを行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 内部統制の適切な実施 

 

 内部統制については、「独立行政法

人の業務の適正を確保するための体

制等の整備」（平成 26 年 11 月 28 日付

け総務省行政管理局長通知）を踏ま

え、内部統制の推進等に関する規程等

関係規程類を適時適切に見直し、整備

するとともに、各種会議や研修等を通

じて、役職員で認識を共有する。また、

内部統制の仕組みが有効に機能して

いるかの点検・検証を監事監査及び内

部監査によって行い、これら点検・検

証を踏まえ、当該仕組みが有効に機能

するよう見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

○内部統制の推進等に関

する規程類を適時適切に

見直し、整備するととも

に、役職員で認識を共有し

ているか。また、内部統制

の仕組みについて点検・検

証及びこれらを踏まえた

見直しを行っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

１ 内部統制の適切な実施 

○ 毎月の経営会議のほか、コンプ

ライアンス委員会（年４回）、リスク

管理委員会（年２回）を定期的に開

催するとともに、機構のミッション

や理事長の運営上の方針、機構を取

り巻く諸問題について、全職員に直

接周知するため、「理事長講話」を新

たに開催したほか、理事長による新

年度挨拶等の機会、オンラインによ

る「理事長コラム」の配信（年 10 回）

など、役職員で認識を共有する機会

を設けた。また、機構の規程類（法

規集）について、規程と法令および

実際の運用との整合性の観点から、

内部統制推進部門による点検を実

施するなど、不断の見直しを図っ

た。 

 

○ 毎年、監事による年２回の定期

監査、理事長直轄の内部統制推進部

門による年５回の内部監査のほか、

自主的に監査法人による監査を受

けており、監査法人と理事長とのデ

ィスカッションの機会も確保した。 

 

○ 役員の発案のもと有志により

運営されるサロン形式の交流・情報

交換の場として、毎月 10 日に

「Gathering Day」を開催し、役職員

間のコミュニケーションを促進し

た。こうした取組を通じて、日常的

な情報共有や相互理解が進み、業務

に関する認識のずれや情報の偏在

の抑制など、内部統制の基盤強化に

資する環境整備を行った。 

 

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 
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２ 組織運営・人事管

理に関する体制の見

直し 

質の高い労働政策研

究の実施のため、引き

続き優秀な人材の確

保・育成を図りつつ、

効率的かつ効果的な

組織運営を図るため、

以下の取組を行うこ

と。 

 

（１）人材の確保・育

成 

職員の専門的な資質

と意欲の向上を図る

ため、業務研修への参

加等を積極的に奨励

し、職員のキャリア形

成支援を計画的に行

うとともに、研究員に

ついては、外部研究者

と交流を行うための

学会活動を奨励し、自

己研鑽の機会の拡大

を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 組織運営・人事管理に関する体制

の見直し 

重要な労働政策課題等の変化に対応

した効率的かつ効果的な組織運営を

継続するため、引き続き優秀な人材の

確保・育成を図りつつ、研究ニーズの

多様化等の変化に機動的に対応し得

るよう、柔軟かつ機動的な組織運営を

図る。 

 

 

 

（１）人材の確保・育成 

優秀な人材の確保・育成及び組織の活

性化を図るため、次の取組を行う。 

① 優秀な人材を幅広く登用するた

め、職員の高齢化及び年齢階層の偏り

が生じていることを踏まえ、事務職員

については、新卒者の採用に加え必要

に応じて即戦力となる社会人経験者

の採用も図るなど、必要な人材を確保

する。また、研究員については、任期

付採用等を積極的に活用する。 

② 業績評価制度を含む人事評価制

度の運用により、職員の努力とその成

果を適正に評価する。 

③ 職員の専門的な資質の向上を図

るため、研修等の充実に努め、職員の

キャリア形成支援を計画的に行うと

ともに、研究員については外部研究者

と交流を行うための学会活動を奨励

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○優秀な人材の確保・育成

を図っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「ポータルサイト」や Teams を

導入し、個人予定表の共有や各部門

間のチャネル設置、会議チャットの

活用等により、日常的なコミュニケ

ーションと情報共有の円滑化を図

った。これにより、業務の進捗や対

応状況の可視化が進み、関係者間の

認識共有の向上など、内部統制の基

盤整備に資する取組を行った。 

 

２ 組織運営・人事管理に関する体

制の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）人材の確保・育成 

○ 人員の年齢構成に著しい歪み

が生じていることから、次のとおり

事務職員を採用した（うち５名は社

会人経験者採用）。 

 令和６年度：４名 

 令和７年度：３名 

 令和８年度：３名 

○ 優秀な専門人材を幅広く登用

するため、公募により任期付研究員

を採用した 

 令和４年度：１名 

 令和６年度：３名 

 令和７年度：１名 

 令和８年度：１名 

○優秀な人材を確保・育成するた

め、任期を満了した任期付研究員を

「期間の定めのない雇用」として採

用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 左記のとおり、事務職、研究職

ともに優秀な人材を確保するため

の適切な措置を講じている。 
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（２）組織運営 

それぞれのプロジェ

クト研究に関して、責

任を持って実施する

研究部門を設け、これ

をプロジェクト研究

推進の中核とし、必要

に応じて部門を越え

た研究員の参加など

の横断的な実施体制

を組むことや、外部研

究員の活用や民間と

の連携等により、研究

の実施体制等の強化

を図ること。 

また、機構全体として

働き方改革を進めて

いく観点から、目標管

理制度に基づく業績

評価と能力評価を柱

とした人事評価制度

の的確な運用を行う

とともに、機構全体と

して、長時間労働の防

する。 

④ 専門性が高く、新たなニーズに対

応する異分野との連携の必要性が拡

大したこと等を踏まえ、関係機関・団

体との交流等の連携を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）組織運営 

 プロジェクト研究に関しては、責任

を持って実施する研究部門を設け、こ

れをプロジェクト研究推進の中核と

し、必要に応じて部門を越えた研究員

の参加などの横断的な実施体制を組

むことや、外部人材の活用や関係機関

との連携等により、研究の実施体制等

の充実・強化を図る。 

 また、機構全体として、引き続き目

標管理制度に基づく業績評価と能力

評価を柱とした人事評価制度の的確

な運用を行うとともに、長時間労働の

防止、育児・介護等との両立支援、職

員の心の健康の保持・増進のための体

制整備及び各種業務の電子化を一層

推進し、組織全体の士気高揚と効率的

かつ効果的な組織運営を図り、国民に

向けたサービスの最大化を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○人事評価制度の的確な

運用や長時間労働の防止、

育児・介護等との両立支援

など柔軟な働き方の推進、

各種業務の電子化などに

よる効率的かつ効果的な

組織運営を図っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度：４名 

 令和５年度：１名 

 令和６年度：３名 

 

○ 研究員が学会に所属して先端

的な研究動向に接し、関係の外部研

究者と不断に交流を行うとともに、

機構の研究成果を活用して研究発

表を行うことを奨励した。 

 

○ 研究員の研究意欲の涵養や事

務職員の専門資質の向上を図るこ

とを目的に、査読論文の執筆や専門

的資格の取得に対して表彰を行っ

た。 

 

 

（２）組織運営 

○ 目標管理制度に基づく業績評

価と能力評価を柱とした人事評価

制度の運用を行い、その評価結果を

６月期及び 12 月期の勤勉手当に反

映した。 

○ 育児期の柔軟な働き方を実現

するための措置の拡充や介護離職

防止のための雇用環境整備等のた

め育児・介護休業法の改正を踏まえ

就業規則を改正し、対象範囲の拡大

等を行うとともに、正職員と非正規

職員の待遇差を解消するため、非正

規職員の看護休暇・介護休暇等の有

給化を行った。 

○ 年次有給休暇の取得促進及び

年５日の年休取得義務達成のため、

年次有給休暇の計画的付与制度を

運用した。 

〇職員が仕事と子育てを両立させ

ることができ、職員全員が働きやす

い環境をつくることによって、全て

の職員がその能力を十分に発揮で

きるようにするため、一般事業主

 

 

 

 

○ 左記のとおり、学会への所属

により、外部研究者との交流や研

究成果の発表に力を入れた。また、

査読論文の執筆や研究発表につい

て、あらためて周知するとともに、

表彰を通じて研究員の意欲向上を

図った。数多くの職員が職場外及

び職場内の研修に参加した。 

 

 

 

 

 

 

○ 左記のとおり、業績評価に基

づく人事制度を適切に運用してい

る。 

 

 

○ 左記のとおり、働き方改革推

進のための両立支援研修やフレッ

クスタイム制度の導入のほか、一

般事業主（機構）行動計画の策定、

新型コロナウイルス対応策として

の暫定的テレワークシステム制度

を早期に導入するなど、適切な体

制の整備に努めた。 
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止、育児・介護等との

両立支援、職員の心の

健康の保持・増進のた

めの体制を整備し、柔

軟な働き方による効

率的かつ効果的な組

織運営を目指すこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 情報システムの

整備及び管理 

 情報システムにつ

いては、デジタル庁が

策定した「情報システ

ムの整備及び管理の 

基本的な方針」（令和

３年 12 月 24 日デジ

タル大臣決定）に則

り、情報システムの適

切 

な整備及び管理を行

うとともに、情報シス

テムの整備及び管理

を行うＰＪＭＯを支

援 

するため、ＰＭＯの設

置等の体制整備を行

う。  

また、政府機関のサイ

バーセキュリティ対

策のための統一基準

群を踏まえ、情報セ 

キュリティポリシー

等関係規程類を適時

適切に見直し、整備す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 情報システムの整備及び管理 

 情報システムについては、デジタル

庁が策定した「情報システムの整備及

び管理の基本的な方針」（令和３年 12

月 24 日デジタル大臣決定）に則り、

情報システムの適切な整備及び管理

を行うとともに、情報システムの整備

及び管理を行うＰＪＭＯを支援する

ため、ＰＭＯの設置等の体制整備を行

う。 

 また、政府機関のサイバーセキュリ

ティ対策のための統一基準群を踏ま

え、情報セキュリティポリシー等関係

規程類を適時適切に見直し、整備する

とともに、これに基づき、ハード及び

ソフトの両面での不断の見直し、役職

員の高い意識を保持するための適時

適切な研修など情報セキュリティ対

策を講じ、情報システムに対するサイ

バー攻撃への防御力、攻撃に対する組

織的対応能力の強化に取り組む。 

 さらに、上記の対策の実施状況を毎

年度把握し、ＰＤＣＡサイクルにより

情報セキュリティ対策の改善を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「情報システムの整備及

び管理の基本的な方針」

（令和３年 12 月 24 日デ

ジタル大臣決定）に則り、

情報システムの適切な整

備及び管理、ＰＭＯの設置

等の体制整備を行ってい

るか。 

 

○政府機関のサイバーセ

キュリティ対策のための

統一基準群を踏まえた情

報セキュリティ対策の強

化に取り組んでいるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（機構）行動計画を策定した。 

○ 機構で働くすべての者に係る

心の健康の保持･増進のため、産業

医による助言・指導を受けられる機

会を設定した。 

 また、心の健康づくり健康経営計

画を策定し、職員及び組織がなすべ

き役割を整理した。 

○ 柔軟な働き方の観点及び新型

コロナウイルス感染症対応策とし

て、役職員等の安全確保及び事業継

続のため、テレワークシステムの運

用を継続した（新型コロナウイルス

感染症５類移行後も継続）。 

 

３ 情報システムの整備及び管理 

○ 機構全体としての効率的・効果

的な情報システムの整備及び運用

を進め、業務効率の向上につなげる

ことを目的に、「情報システムの整

備及び管理に関する規程」を策定

し、ＰＭＯの設置（令和７年度）を

含む体制整備を進めている。 

○ 毎年度、情報セキュリティ委員

会を定期的（月１回）に開催し、機

構の情報セキュリティ関連施策等

について議論するとともに、情報シ

ステムのハード及びソフトの両面

での不断の見直し、情報セキュリテ

ィ対策の強化を図った。 

＜具体的な取組例＞ 

・「情報セキュリティ対策推進計画」

の策定（毎年度） 

・厚生労働省と連携したＣＳＩＲＴ

訓練の実施（毎年度） 

・情報セキュリティ研修（毎年度） 

・セキュリティポリシーの改定（令

和４年度・令和６年度） 

・ライフサイクルに応じた業務情報

の安全な取扱及び適正な管理のた

めの「情報取扱手順書」の策定（令

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 左記のとおり、ＰＭＯの設置

等の体制整備や、情報セキュリテ

ィ対策の充実・強化を行うことで、

情報システムの適切な整備及び管

理を推進している。 
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るとともに、これに基 

づき、ハード及びソフ

トの両面での不断の

見直し、役職員の高い

意識を保持するため 

の適時適切な研修な

ど情報セキュリティ

対策を講じ、情報シス

テムに対するサイバ

ー 

攻撃への防御力、攻撃

に対する組織的対応

能力の強化に取り組

むこと。  

さらに、上記の対策の

実施状況を毎年度把

握し、ＰＤＣＡサイク

ルにより情報セキ 

ュリティ対策の改善

を図ること。 

 

４ 業務運営の効率

化に伴う経費節減等 

（１）業務運営の効率

化 

運営費交付金を充当

して行う業務につい

て、より一層の業務運

営の効率化を推進し、 

一般管理費（公租公課

等の所要計上を必要

とする経費を除く。な

お、当該経費につい 

ても不断の見直しに

より厳しく抑制を図

るものとする。）につ

いては、令和８年度に 

おいて、令和３年度と

比べて 15％以上節減

すること。業務経費に

ついては、令和８年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 業務運営の効率化に伴う経費節

減等 

（１）業務運営の効率化 

 運営費交付金を充当して行う業務

について、より一層の業務運営の効率

化を推進し、一般管理費（公租公課等

の所要計上を必要とする経費を除く。

なお、当該経費についても不断の見直

しにより厳しく抑制を図るものとす

る。）については、令和８年度におい

て、令和３年度と比べて 15％以上節

減する。業務経費については、令和８

年度において令和３年度と比べて

５％以上節減する。 

 

 

 

 

（２）役職員の給与水準については、 

 役職員の給与水準については、政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○運営費交付金を充当し

て行う業務について、業務

運営の効率化を推進する

とともに、中期計画に基づ

き作成した予算の範囲内

で予算を執行しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○役職員の給与水準の検

証・公表を行っているか。 

和７年度） 

・「情報システム運用継続計画」の策

定（令和７年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 業務運営の効率化に伴う経費

節減等 

（１）運営費交付金を充当して行う

業務の経費節減等 

○ 中期計画に基づく予算を作成

し、執行に当たっては、更なる経費

の節減に努めた結果、令和７年度に

おいては、予算に対し、一般管理費

について 11.5％、業務経費について

は 20.9％の節減となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）役職員の給与水準について

は、国家公務員等の給与水準を十分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 運営費交付金を充当して行う

業務について、中期計画に基づく

経費の節減を実施しており、業務

経費については中期目標の削減率

を達成済みであり、一般管理費に

ついても達成できる見込み。 
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度において、令和３年

度と比べて５％以上

節減すること。 

 

（２）適正な給与水準

の検証・公表 

役職員の給与水準に

ついては、政府の方針

を踏まえ、国家公務員

の給与水準を十分考

慮し、手当を含め役職

員給与の在り方につ

いて厳しく検証した

上で、その適正化に計

画的に取り組むとと

もに、その検証結果や

取組状況を公表する

こと。 

 

（３）適切な調達の実

施 

調達について、公正か

つ透明な調達手続き

による適切で、迅速か

つ効果的な調達を 実

現する観点から、機構

が策定した「調達等合

理化計画」に基づく取

組を着実に実施 し、

一者応札の件数の割

合を第４期中期目標

期間の実績平均以下

にする取組を進める 

ことにより、効率的な

予算執行及び運営費

交付金の適切かつ効

率的な使用に努める

こ と。 また、契約監

視委員会等を通じて、

契約の適正な実施に

ついて点検を受ける

の方針を踏まえ、国家公務員の給与水

準を十分考慮し、手当を含め役職員給

与の在り方について厳しく検証した

上で、その適正化に計画的に取り組む

とともに、その検証結果や取組状況を

公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）調達について、公正かつ透明な 

調達について、公正かつ透明な調達手

続きによる適切で、迅速かつ効果的な

調達を実現する観点から、機構が策定

した「調達等合理化計画」に基づく取

組を着実に実施し、一者応札の件数の

割合を第４期中期目標期間の実績平

均以下にする取組を進めることによ

り、効率的な予算執行及び運営費交付

金の適切かつ効率的な使用に努める。 

 また、契約監視委員会等を通じて、

契約の適正な実施について点検を受

ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「調達等合理化計画」に

基づく取組を着実に実施

しているか。また、契約監

視委員会等を通じて、契約

の適正な実施について点

検を受けているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考慮し、国民の理解と納得が得られ

るよう厳しく検証している。 

  

 令和７年度人事院勧告改定率が

3.62％であったところ厳しい予算

状況を踏まえ平均 2.7％の改定とし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）調達等合理化計画に基づく取

り組み 

◯ 第５期中の一者応札件数累計は

10 件となり、第４期実績平均（5.2

件）を下回っている。 

一者応札件数 

・令和４年度 ３件 

・令和５年度 ２件 

・令和６年度  ３件 

・令和７年度 ２件 

 

 

○ 随意契約審査委員会を開催し、

契約の妥当性等の点検を受けた。 

審査対象となった随意契約件数 

・令和４年度 30 件 

・令和５年度 32 件 

・令和６年度 39 件 

・令和７年度 45 件 

 

○ 契約監視委員会を開催し、調達

等合理化計画の取組、一者応札件数

 

 

 

○ 令和４年度から令和７年度の

ラスパイレス指数（年齢・地域・学

歴勘案）について、事務職は 102.3

～104.8、研究職は、97.1～101.8の

間で推移しており、国家公務員の

給与水準とほぼ均衡している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 左記のとおり、調達等合理化

計画に基づく取り組みを実施し、

一者応札件数は第４期実績平均を

下回った。 

 今後も一者応札を最小限に留め

るため、引続き必要に応じ再度の

公告の実施、仕様書と調達案件の

妥当性の精査等、一層の改善を図

っていく。 
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こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）保有資産の見直

し 

保有資産については、

引き続き、資産の利用

度のほか、本来業務に

支障のない範囲での

有効利用可能性の多

寡、効果的な処分、経

済合理性といった観

点に沿って、その保有

の必要性について検

証し、不断に見直しを

行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）保有資産の見直し 

 保有資産については、引き続き、資

産の利用度のほか、本来業務に支障の

ない範囲での有効利用可能性の多寡、

効果的な処分、経済合理性といった観

点に沿って、その保有の必要性につい

て検証し、不断に見直しを行う。 

 また、法人が保有し続ける必要があ

るかを厳しく検証し、支障のない限

り、国への返納等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○保有資産について、保有

の必要性の検証及び見直

しを行っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等の点検を行った結果、特段の指摘

は受けなかった。 

開催状況 

・令和４年度 ４件 

・令和５年度 ３件 

・令和６年度 ３件 

・令和７年度 ３件 

 

○ 有識者を対象としたアンケー

トにおける事業活動全般の有益度

評価結果は第５期平均で 97.2％で

あり、第４期平均 95.5％を上回る高

い評価を得た。 

 

・令和４年度 95.7％（大変有益

45.8％、有益 49.9％） 

・令和５年度 97.0％（大変有益

50.6％、有益 46.4％） 

・令和６年度 98.0％（大変有益

49.2％、有益 48.8％） 

・令和７年度  98.1％（大変有益

52.4％、有益 45.7％） 

第５期平均  97.2％（大変有益

49.5％、有益 47.7％） 

（参考） 

 第４期平均  95.5％（大変有益

41.7％、有益 53.8％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上を踏まえ、Ｂと評価する。 

 

 

＜課題と対応＞ 
・今後、政策課題の複雑化・多様化

や DX の進展が見込まれる中、機構

の業務を安定的かつ効果的に実施

していくためには、組織基盤の一

層の強化が求められる。 

・特に、事務職員の年齢構成が非

常に歪になっており、今後、40～50

代層の職員が激減することが予想

されるなどマンパワー不足が見込
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また、法人が保有し続

ける必要があるかを

厳しく検証し、支障の

ない限り、国への返納

等を行うこと。 

 

（５）電子化の推進 

ペーパーレス会議や

WEB会議の更なる活用

等により、業務の電子

化を推進すること。 

 

 

 

 

 

 

（５）業務運営の電子化の取組 

 ペーパーレス会議や WEB 会議の更

なる活用等、業務の電子化を推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○業務の電子化を推進し

ているか。 

 

 

 

 

 

 

（５）業務運営の電子化の取組 

○ 引き続き以下の取組を進めて

いる。 

・機構内無線ＬＡＮの活用やオンラ

イン会議用パソコンの職員への

貸与によるオンライン会議・研究

会の実施 

・内部会議のペーパーレス開催 

・電子決裁システムの運用による決

裁業務の電子化 

まれる。 

・このため、継続的な採用活動の

強化、専門人材の計画的な確保・育

成、内部統制及びリスク管理機能

の充実を図るとともに、DX 戦略室

を中心として情報システム整備計

画を策定し、AI の活用や計画的な

システムの最適化により業務効率

化を推進する。 

・労働大学校の施設設備について

は、次期中期計画期間中に法定耐

用年数が到来する中、今期中の施

設整備費補助金の確保がなされな

かったこともあり、老朽化が進ん

でいる。厚生労働省との協議の下、

対応を図る必要がある。 

・また、人事制度のアップデート

を行い、効率的かつ持続可能な組

織運営体制の構築を進めていく。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―１ 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、難易

度 
（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

（政策評価表若しくは事前分析表 

又は行政事業レビューのレビューシートの番号を記載） 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 

 

２．主要な経年データ 
 

評価対象となる指標 達成目標 

（参考） 

前中期目標期間 

最終年度値等 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 
（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  通則法第 29 条第２

項第４号の財務内容

の改善に関する事項

は、次のとおりとす

る。 

 「第４ 業務運営の

効率化に関する事項」

で定めた事項に配慮

した中期計画の予算

を作成し、当該予算に

よる運営を行うこと。

第２に、独立行政法人

会計基準の改訂等を

踏まえ、運営費交付金

の会計処理に当たっ

ては、原則として業務

達成基準による収益

化を採用し、収益化単

位ごとに予算と実績

を管理する体制を構

築すること。第３に、

出版物等の成果物の

販売や教育講座事業

の受益者負担による

自己収入の確保に努

めること。 

 

１ 期間中の予算、収支計画、資金

計画 

別紙２から別紙４のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 予算執行の効率化 

 独立行政法人会計基準の改訂等

を踏まえ、運営費交付金の会計処理

に当たっては、原則として業務達成

基準による収益化を採用し、収益化

単位ごとに予算と実績を管理する

体制を構築する。 

 

 

３ 自己収入の確保 

 出版物等の成果物の販売や教育

講座事業の受益者負担による自己

収入の確保に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○運営費交付金の会計処

理に当たっては、原則とし

て業務達成基準による収

益化を採用し、収益化単位

ごとに予算と実績を管理

する体制を構築している

か。 

 

○自己収入の確保に努め

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

○ 運営費交付金の会計処理につ

いて、業務部門の活動は業務達成基

準を、管理部門の活動は期間進行基

準を採用した。 

 また、収益化単位の業務を予算が

示達される部門単位とし、予算と実

績の比較分析を通じたＰＤＣＡを

可能とする体制を構築した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 自己収入 

（第５期平均５４，０４３千円） 

・令和４年度 ５９，０９６千円 

・令和５年度 ５１，１８６千円 

・令和６年度 ５３，０４２千円 

・令和７年度 ５２，８４７千円 

（第４期平均５１，６６２千円、第

４期平均比１０４．６％） 

 

○出版物販売では労働研究者や労

使関係者等に関心の高い市販書籍

を外部で開催される労働政策フォ

ーラムや学会等での販売やチラシ

配布など積極的な販売促進に努め

た。東京労働大学講座（総合講座）

では過去の労働政策フォーラム参

加者への案内など新規受講者の獲

得に努めた。 

 

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

 

＜根拠＞ 

○ 運営費交付金を充当して行う

事業について、中期計画に基づく

予算を作成し、当該予算の範囲内

で執行した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 自己収入については、左記の

とおり販売促進等を積極的に実施

した結果、第５期平均で５４，０４

３千円となり、第４期平均と比較

して４．６％の増となった。 

○ 令和７年度は前年度に刊行し

た『新版 OHBY CARD』や『新時代の

キャリアコンサルティング[増補

版]』、『労働関係法規集』の販売促

進の結果、令和６年度（５３，０４

２千円）と同程度の自己収入を確

保することができた。 

○ 令和７年度より機構 HP にお

ける刊行物の販売方法について、

EC サイトを活用した運用を導入

し、購入者の利便性向上を図った。 

 

 

 

評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 
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４ 短期借入金の限度額  

① 限度額 300 百万円 

② 想定される理由 

・運営費交付金の受入れの遅延等に

よる資金不足に対応するため。 

・予定外の退職者の発生に伴う退職

手当の支給等、偶発的な出費に対応

するため。 

 

５ 不要財産又は不要財産となる

ことが見込まれる財産がある場合

には、当該財産の処分に関する計画 

なし 

 

６ 重要な財産を譲渡し、又は担保

に供しようとするときは、その計画 

なし 

 

７ 剰余金の使途 

① プロジェクト研究等労働政策

研究の内容の充実。 

② 研修事業の内容の充実。 

 

８ 施設・設備に関する計画 

厳しい財政状況を踏まえ、施設・設

備計画に基づく工事等は予定しな

い。 

 ただし、業務実施状況、予見しが

たい事情等を勘案し、第５期中期計

画期間中に工事を実施することが

あり得る。 

 

９ 積立金の処分に関する事項 

 なし 

 

 

 

○借入金の額及びその理

由は中期計画に定められ

ているとおりか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○剰余金の使途は中期計

画に定められているとお

りか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 借入金は発生しなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 使途に充てるための剰余金は発

生しなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上を踏まえ、Ｂと評価する。 

 

＜課題と対応＞ 
・中期計画予算に基づく業務運営

を行い、運営費交付金について適

切な会計処理を行うとともに、自

己収入の確保に努める。 
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４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など、必要に応じて欄を設け記載） 

○ 目的積立金等の状況 

 

 令和４年度末 

（初年度） 
令和５年度末 令和６年度末 令和７年度末 

令和８年度末 

（最終年度） 

前期中（長）期目標期間繰越積立金 - - - -  

目的積立金 - - - -  

積立金 - 2 26 35  

 うち経営努力認定相当額      

その他の積立金等 - - - -  

運営費交付金債務 - - - -  

当期の運営費交付金交付額(a) 2,129 2,218 2,459 2,451  

 うち年度末残高(b) - - -   

当期運営費交付金残存率(b÷a) - - - -  

          （注）単位未満については、四捨五入して記載している。  

                                                                               （単位：百万円、%） 
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